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平成３０年川西町議会第３回定例会会議録 (開 会) 

 招集年月日   平成３０年９月１０日 
 

 招集の場所   川 西 町 役 場 議 場 
 

 開 会        平成３０年９月１０日   午前１０時 宣告 
 

 出 席 議 員      １番  松村定則     ２番  安井知子    ３番   福西広理  
 

  ４番  伊藤彰夫     ５番  石田三郎    ６番   今村榮一  
 

  ７番  松本史郎     ８番   寺澤秀和   ９番   森本修司  
 

  10番  中嶋正澄    11番   芝  和也   12番   大植  正  
 

 欠 席 議 員         
 

 地方自治法第   町 長 竹村匡正               副町長 森田政美 
 

 121条の 規定   教育長 山嶋健司           総務担当理事 西村俊哉 
 

 により説明の  教委事務局長 奥 隆至      会計管理者 福本誠治  
 

 ため出席した 総務課長 石田知孝       総合政策課長 山口尚亮 
 

 者の職氏名  税務課長 西川直明     事業課長 中川辰也  

  健康福祉課長 吉岡秀樹   住民保険課長 大西成弘 
 

   長寿介護課長 岡田充浩 
 

    
 

   監査委員 西田亜希子 
 

 本会議に職務 議会事務局長  安井洋次 
 

 のため出席し モニター係  篠原愛子  
 

 た者の職氏名          
 

 本日の会議に   別紙議事日程に同じ 
 

 付した事件  
 

 会 議 録 署 名         議長は会議録署名議員に次の２人を指名した 
 

 議員の氏名      ２番 安井 知子 議員 ３番 福西 広理 議員 
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川西町議会第３回定例会（議事日程） 

   平成３０年９月１０日（月）午前 10 時 00 分開会 

日 程 議案番号 件           名 

      

第１   会議録署名議員の指名 

      

第２   会期の決定 

      

第３   諸報告 

    議会報告 

      

  報告第５号 放棄した債権の報告について 

      

  報告第６号 専決処分の報告について 

      

  報告第７号 健全化判断比率の報告について 

      

  報告第８号 川西町資金不足比率の報告について 

      

  報告第９号 川西町土地開発公社の経営状況等の報告について 

      

  報告第 10 号 定期監査報告について 

      

第４ 認定第１号 平成 29 年度川西町一般会計・特別会計決算について 

      

第５ 認定第２号 平成 29 年度川西町水道事業会計決算について 

      

第６ 認定第３号 平成 29 年度川西町下水道事業会計決算について 

      

第７ 承認第６号 平成 30 年度川西町一般会計補正予算の専決処分について 

      

第８ 承認第７号 平成 30 年度川西町下水道事業会計補正予算の専決処分について 

      

第９ 承認第８号 川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

      

第 10 議案第 42 号 平成 30 年度川西町一般会計補正予算について 

      

第 11 議案第 43 号 平成 30 年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について 

      

第 12 議案第 44 号 平成 30 年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について 

      

第 13 議案第 45 号 川西町総合計画審議会条例等の一部改正について 

      

第 14 議案第 46 号 川西町地域福祉基金条例の一部改正について 

      
第 15 議案第 47 号 川西町税条例等の一部改正について 
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第 16 議案第 48 号 川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

      

第 17 議案第 49 号 川西町新防災情報システム整備工事請負契約の締結について 

      

第 18 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

      

第 19 同意第５号 川西町公平委員会委員の選任について 

      

第 20 同意第６号 川西町教育委員会委員の任命について 
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             （午前１０時００分  開会）  

議   長（石田三郎君）   皆さん、おはようございます。  

    これより平成３０年川西町議会第３回定例会を開会いたします。  

ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって議会は成立い

たしましたので、これより会議を開きます。  

    町長より、定例会招集についての挨拶を受けることにいたします。  

    町長。  

町   長（竹村匡正君）   議員の皆様、おはようございます。  

本日ここに、平成３０年川西町議会第３回定例会を開催いたしましたところ、議

員各位には、公私何かと御多用の中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。  

また、平素より町政運営に関しまして格別の御理解、御協力を賜っておりますこ

とに厚く御礼申し上げます。  

さて、本定例会に提案いたしておりますのは、専決処分を初めとした各種報告、

平成２９年度一般会計、特別会計、事業会計の決算認定、平成３０年度一般会計、

特別会計、事業会計の補正予算、これには専決処分の承認も含まれております。並

びに条例の一部改正議案、これもまた専決処分の承認も含まれております。工事請

負契約の締結案、人事同意案など多数ございます。  

何卒よろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、議会開会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。  

    どうぞよろしくお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

    会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、２番  安井知子君及び

３番  福西広理君を指名いたします。  

    日程第２、会期の決定についてを議題といたします。  

    お諮りいたします。  

    本定例会の会期は、本日より２１日までの１２日間といたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、本定例会の会期は、本日より２１日までの

１２日間と決定いたします。  

日程第３、諸報告に入ります。  

お諮りいたします。  

報告第５号、放棄した債権の報告について、報告第６号、専決処分の報告につい

てを一括にて報告いただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、一括にて報告願います。  

当局の説明を求めます。  

町長。  
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町   長（竹村匡正君）   最初に、報告事項につきまして御説明させていただきます。  

まず、報告第５号、放棄した債権の報告についてでございます。  

これは、公営住宅使用料及び水道料金に関して、公営住宅使用料については債務

者の死亡、水道料金については行方不明または債務履行困難が認められることから、

住宅使用料１件３８万３ ,６５８円、水道料金２４件７３万３ ,９６０円を川西町債

権管理条例第１１条第１項に基づき放棄した債権を、同条第２項の規定に基づき議

会へ報告を行うものでございます。  

報告第６号、専決処分の報告についてでございます。  

これは、町長の専決処分事項に関する条例の規定に基づき、昨年度から実施して

おります文化会館空調改修工事におきまして追加工事等が生じたことによる変更契

約の専決処分を行いましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、議会

へ報告を行うものでございます。  

私からの報告事項は以上でございます。  

議   長（石田三郎君）   町長の説明が終わりました。  

報告第５号、放棄した債権の報告について川西町債権管理条例第１１条第２項、

また、報告第６号、専決処分の報告については、地方自治法第１８０条第２項の規

定により、いずれも町長から説明があり、本件は報告事項でありますので、御了承

願います。  

続きまして、報告第７号、平成２９年度決算に基づく健全化判断比率の報告につ

いて、報告第８号、平成２９年度決算に基づく川西町資金不足比率の報告について、

報告第９号、川西町土地開発公社経営状況等の報告についてをお手元に配付いたし

ておりますので、御清覧おきお願い申し上げます。  

    次に、報告第１０号、平成３０年６月から平成３０年８月期までの例月出納検査

の結果報告が提出されておりますので、西田監査委員より報告を求めます。  

    西田監査委員。  

監査委員（西田亜希子君）   平成３０年６月から平成３０年８月期に実施いたしました

例月監査の結果を御報告申し上げます。  

松本監査委員とともに、地方自治法第２３５条の２第１項並びに地方公営企業法

第２７条の２第１項の規定により、平成３０年度の川西町一般会計及び特別会計並

びに企業会計の出納及び予算の執行状況につきまして、会計管理者並びに 事業課長

に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照しながら説明を受け、

厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計における予算の執行並びに現金の出

納・保管などについては、過誤もなく適正に行われているものと認めましたので、

ここに御報告申し上げます。  

平成３０年９月１０日  

監査委員  西田亜希子  

議   長（石田三郎君）   以上で諸報告が終わりました。  

これより議事に入ります。  
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お諮りいたします。  

日程第４、認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算についてよ

り、日程第２０、同意第６号、川西町教育委員会委員の任命についてまでの各議案

につきましては、既に招集通知とともに配付しております関係上、各位におかれま

しては熟読願っておりますので、この際、議案の朗読を省略したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、議案の朗読を省略いたします。  

日程第４、認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算についてを

議題といたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   それでは、今議会に上程いたしました議案等の提案要旨に つ

いて御説明いたします。  

まず、認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算についてでござ

います。  

平成２９年度川西町歳入歳出決算書の１ページを御覧ください。平成２９年度一

般会計決算につきましては、歳入決算額４３億３ ,１６３万２ ,８５６円、歳出決算

額３９億２ ,５６２万９ ,０８０円、歳入歳出差し引き残額４億６００万３ ,７７６

円となっており、これを翌年度へ繰り越しさせていただきたいと思います。  

２ページに移っていただきまして、この繰越額 ４億６００万３ ,７７６円から翌

年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費繰越額１億８８２万３ ,０００円を差し

引きいたしまして、実質収支額は２億９ ,７１８万７７６円となるものでございま

す。  

その他の特別会計を含めまして、詳細につきましては会計管理者から説明いたし

ます。  

議   長（石田三郎君）   会計管理者。  

会計管理者（福本誠治君）   それでは、引き続きまして、一般会計の歳入についてより

説明いたします。  

３ページをお願いします。第１款町税、予算現額１１億３ ,２２６万６ ,０００円

に対しまして、収入済額は１１億３ ,１６４万５円であります。  

第２款地方譲与税、予算現額２ ,５５０万円に対しまして、収入済額は２ ,５３４

万円であります。  

第３款利子割交付金、予算現額１２０万円に対しまして、収入済額は２３７万８ ,

０００円であります。  

第４款配当割交付金、予算現額８２０万円に対しまして、収入済額は９０７万３ ,

０００円であります。  

第５款株式等譲渡所得割交付金、予算現額９３０万円に対しまして、収入済額は
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９１０万３ ,０００円であります。  

ページをめくっていただきまして、第６款地方消費税交付金、予算現額 １億２ ,

８７０万円に対しまして、収入済額は１億２ ,９４３万１ ,０００円であります。  

第７款自動車取得税交付金、予算現額６００万円に対しまして、収入済額は８３

７万８ ,０００円であります。  

第８款地方特例交付金、予算現額５７０万９ ,０００円に対しまして、収入済額

は７０３万３ ,０００円であります。  

第９款地方交付税、予算現額１３億６ ,５９６万５ ,０００円に対しまして、収入

済額は１４億５ ,２０２万３ ,０００円であります。  

第１０款交通安全対策特別交付金、予算現額７２万円に対しまして、収入済額は

６１万４ ,０００円であります。  

第１１款分担金及び負担金、予算現額５ ,３４９万１ ,０００円に対しまして、収

入済額は５ ,３８３万９ ,０１３円であります。  

第１２款使用料及び手数料、予算現額７ ,１０５万５ ,０００円に対しまして、収

入済額は７ ,０３４万９ ,４６５円であります。  

５ページに移っていただきまして、 第１３款国庫支出金、予算現額 ３億９ ,８５

２万９ ,０００円に対しまして、収入済額は３億９ ,１７４万５８０円であります。  

第１４款県支出金、予算現額２億２ ,６９２万２ ,０００円に対しまして、収入済

額は２億１ ,９８９万８ ,２５３円であります。  

第１５款財産収入、予算現額７５８万１ ,０００円に対しまして、収入済額は ７

５６万９ ,１７１円であります。  

第１６款寄附金、予算現額４２０万６ ,０００円に対して、収入済額は６２５万

８ ,４００円であります。  

第１７款繰入金、予算現額２億６ ,０４２万７ ,０００円に対しまして、収入済額

は２億５ ,０３５万５ ,０００円であります。  

ページをめくっていただきまして、第１８款繰越金、予算現額 ２億４ ,７６３万

１ ,０００円に対しまして、収入済額は２億４ ,７６３万１ ,０７０円であります。  

第１９款諸収入、予算現額５ ,３５５万６ ,０００円に対しまして、収入済額は５ ,

０１８万５ ,８９９円であります。  

第２０款町債、予算現額２億６ ,３７９万３ ,０００円に対しまして、収入済額は

２億５ ,８７９万３ ,０００円であります。  

以上、歳入合計は、予算現額４２億７ ,０７５万１ ,０００円に対しまして、調定

額４３億６ ,４４０万７ ,７７４円、収入済額４３億３ ,１６３万２ ,８５６円で、不

納欠損額は１１５万７ ,４９１円、収入未済額は３ ,１６１万７ ,４２７円でありま

す。  

次に、歳出の各款について説明いたします。  

７ページをお願いします。第１款議会費、予算現額８ ,６１４万５ ,０００円に対

しまして、支出済額は８ ,５０８万１ ,２４０円であります。  
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第２款総務費、予算現額５億３ ,６９１万円に対しまして、支出済額は４億９ ,６

３８万３２円であります。  

第３款民生費、予算現額１２億８４１万３ ,０００円に対しまして、支出済額は

１１億２ ,４２８万９ ,７８０円であります。  

第４款衛生費、予算現額３億１万円に対しまして、支出済額は２億 ８ ,２８８万

７ ,７５９円であります。  

ページをめくっていただきまして、第５款農商工業費、予算現額５ ,０８１万５ ,

０００円に対しまして、支出済額は４ ,６６０万８ ,７１９円であります。  

第６款土木費、予算現額５億１ ,４８８万７ ,０００円に対しまして、支出済額は

４億７ ,６２８万２ ,４５４円で、翌年度繰越額は５７０万３ ,０００円であります。  

第７款消防費、予算現額１億８ ,７７１万３ ,０００円に対しまして、支出済額は

１億８ ,２２０万９ ,０１６円であります。  

第８款教育費、予算現額９億１ ,６４９万１ ,０００円に対しまして、支出済額は

７億６ ,７６１万９ ,３９８円で、翌年度繰越額は１億３１２万円であります。  

９ページに移っていただきまして、第９款公債費、予算現額４億４ ,７８０万６ ,

０００円に対しまして、支出済額は４億４ ,３３４万９ ,６７８円であります。  

第１０款諸支出金、予算現額２ ,１５６万１ ,０００円に対しまして、支出済額は

２ ,０９２万１ ,００４円であります。  

第１１款予備費、予算現額、支出済額ともに０円となっておりますが、当初予算

額３００万円を農商工業費へ充用しております。  

以上、歳出合計額は、予算現額４２億７ ,０７５万１ ,０００円に対しまして、支

出済額は３９億２ ,５６２万９ ,０８０円であります。歳入歳出差し引き残額４億６

００万３ ,７７６円を平成３０年度へ繰り越しました。  

次に、財産に関する調書について説明いたします。  

１１５ページをお願いします。なお、ここでは、決算年度中に主な増減があった

物件のみ報告させていただきます。  

１ .公有財産、 (１ )土地及び建物ですが、土地につきましては増減はございませ

ん。建物につきましては、共同浴場の３３１平米が減となっております。  

ページをめくっていただきまして、 (２ )有価証券につきましては、増減はござい

ません。 (３ )出資による権利につきましては、奈良県土地区画整理協会出捐金５万

円の減となっております。  

２ .物品につきましては、パソコン１５台、プリンター１台の増、普通自動車１

台の減となりました。  

ページをめくっていただきまして、 ３ .基金につきましての増減の内訳ですが、

取り崩しを、地域づくり振興基金で２億２ ,２１３万２ ,０００円、自治振興基金で

１５３万７ ,０００円、環境整備基金で１４６万６ ,０００円、川西町まちづくり基

金で２ ,４４５万２ ,０００円行いました。積み立てにつきましては、地域福祉基金

に４５万４ ,８４９円、介護給付費準備基金に１ ,０８５万７ ,５８５円、川西町ま
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ちづくり基金に１ ,７９５万５ ,０００円を積み立てました。また、各基金の利息分

７８１万９ ,９８６円の積み立てがございました。  

以上で財産に関する調書の説明を終わります。  

続きまして、国民健康保険特別会計の決算について説明いたします。  

１２０ページの実質収支に関する調書をお開きください。  

国保会計の歳入総額は１１億６ ,７４０万２ ,７３７円、歳出総額は１１億５ ,５

８５万６２円で、歳入歳出差し引き額１ ,１５５万２ ,６７５円が実質収支額であり

ます。  

次に、歳入の各款について説明いたします。  

１２１ページをお願いします。第１款国民健康保険税、予算現額 １億８ ,１０８

万６ ,０００円に対しまして、収入済額は１億８ ,８７７万５ ,６４６円であります。  

第２款使用料及び手数料は、予算現額４万円に対しまして、収入済額は６万８ ,

４００円であります。  

第３款国庫支出金、予算現額２億１ ,９７９万１ ,０００円に対しまして、収入済

額は２億４ ,４２５万９ ,５６４円であります。  

第４款療養給付費等交付金、予算現額４ ,３１６万９ ,０００円に対しまして、収

入済額は３ ,８１８万８０６円であります。  

第５款前期高齢者交付金、予算現額３億１ ,７１６万９ ,０００円に対しまして、

収入済額は３億１ ,７３５万１ ,２３７円であります。  

第６款県支出金、予算現額５ ,８６１万６ ,０００円に対しまして、収入済額は６ ,

８０７万８ ,９２８円であります。  

ページをめくっていただきまして、第７款共同事業交付金、予算現額２億７ ,９

８３万９ ,０００円に対しまして、収入済額は ２億２ ,８６３万２ ,７８５円であり

ます。  

第８款財産収入、予算現額１７万２ ,０００円に対しまして、収入済額は１７万

２ ,５９３円であります。  

第９款繰入金、予算現額１億１ ,９７３万４ ,０００円に対しまして、収入済額は

８ ,０５３万８ ,９３５円であります。  

第１０款繰越金、予算現額１ ,０００円に対しまして、収入済額は１３万７ ,０２

３円であります。  

第１１款諸収入、予算現額３３万円に対しまして、収入済額は１２０万６ ,８２

０円であります。  

以上、歳入合計は、予算現額１２億１ ,９９４万７ ,０００円に対しまして、調定

額１２億１２４万３ ,７９６円、収入済額１１億６ ,７４０万２ ,７３７円で、不納

欠損額４３５万３ ,９１７円、収入未済額は２ ,９４８万７ ,１４２円であります。  

次に、歳出の各款について説明いたします。  

１２３ページをお願いします。第１款総務費、予算現額１ ,６５７万２ ,０００円

に対しまして、支出済額は１ ,４６５万５ ,３２１円であります。  
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第２款保険給付費、予算現額７億５６８万５ ,０００円に対しまして、支出済額

は６億９ ,１４１万６ ,４１２円であります。  

第３款後期高齢者支援金等、予算現額１億２ ,９０７万５ ,０００円に対しまして、

支出済額は１億２ ,８７０万７ ,２９９円であります。  

第４款前期高齢者納付金等、予算現額４６万６ ,０００円に対しまして、支出済

額は４６万５ ,６０７円であります。  

ページをめくっていただきまして、第５款老人保健拠出金、予算現額 ５万５ ,０

００円に対しまして、支出済額は２ ,３８７円であります。  

第６款介護納付金、予算現額４ ,６４３万８ ,０００円に対しまして、支出済額は

４ ,５９９万１ ,９７２円であります。  

第７款共同事業拠出金、予算現額２億７ ,９８４万６ ,０００円に対しまして、支

出済額は２億５ ,１２６万２ ,３２７円であります。  

第８款保健事業費、予算現額１ ,５５５万７ ,０００円に対しまして、支出済額は

１ ,４５６万４ ,９６１円であります。  

第９款基金積立金、予算現額１７万３ ,０００円に対しまして、支出済額は １７

万２ ,５９３円であります。  

第１０款諸支出金、予算現額８９２万４ ,０００円に対しまして、支出済額は ８

６１万１ ,１８３円であります。  

第１１款予備費、予算現額１ ,７１５万６ ,０００円に対しまして、支出済額は０

円となっておりますが、当初予算額２ ,０００万円との差額２８４万４ ,０００円を

保険給付費等へ充用しております。  

以上、歳出合計は、予算現額１２億１ ,９９４万７ ,０００円に対しまして、支出

済額は１１億５ ,５８５万６２円であります。歳入歳出差し引き残額１ ,１５５万２ ,

６７５円を平成３０年度へ繰り越しました。  

以上で国民健康保険特別会計の説明を終わります。  

続きまして、後期高齢者医療特別会計の決算について説明いたします。  

１５３ページの実質収支に関する調書をお開きください。  

後期高齢者医療特別会計の歳入総額は１億３ ,０１２万３４０円、歳出総額は１

億２ ,９９１万８ ,６５７円で、歳入歳出差し引き額２０万１ ,６８３円が実質収支

額であります。  

次に、歳入の各款について説明いたします。  

１５４ページをお願いします。第１款後期高齢者医療保険料、予算現額 ９ ,２６

９万７ ,０００円に対しまして、収入済額は９ ,２６０万１ ,２４４円であります。  

第２款使用料及び手数料、予算現額 １万６ ,０００円に対しまして、収入済額は

８ ,１５０円であります。  

第３款繰入金、予算現額３ ,５３５万１ ,０００円に対しまして、収入済額は３ ,

４４８万３ ,４２０円であります。  

第４款繰越金、予算現額３０万円に対しまして、収入済額は２３万４ ,７５６円
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であります。  

第５款諸収入、予算現額２５６万１ ,０００円に対しまして、収入済額は２７９

万２ ,７７０円であります。  

以上、歳入合計は、予算現額１億３ ,０９２万５ ,０００円に対しまして、調定額

１億３ ,０１２万３４０円、収入済額も同額の１億３ ,０１２万３４０円で、不納欠

損額及び収入未済額は０円であります。  

次に、歳出の各款について説明いたします。  

１５５ページをお願いします。第１款総務費、予算現額 ６８６万１ ,０００円に

対しまして、支出済額は６５２万５ ,０２９円であります。  

第２款後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額１億２ ,１０３万７ ,０００円に

対しまして、支出済額は１億２ ,１０３万６ ,８８５円であります。  

第３款保健事業費、予算現額２３４万５ ,０００円に対しまして、支出済額は ２

１７万１ ,４０１円であります。  

第４款諸支出金、予算現額２０万４ ,０００円に対しまして、支出済額は１８万

５ ,３４２円であります。  

第５款予備費、予算現額４７万８ ,０００円に対しまして、支出済額は０円とな

っておりますが、当初予算額５０万円との差額２万２ ,０００円を諸支出金などへ

充用しております。  

以上、歳出合計は、予算現額１億３ ,０９２万５ ,０００円に対しまして、支出済

額は１億２ ,９９１万８ ,６５７円であります。歳入歳出差し引き残額２０万１ ,６

８３円を平成３０年度へ繰り越しました。  

以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。  

次に、介護保険事業勘定特別会計の決算について説明いたします。  

１６５ページの実質収支に関する調書をお開きください。  

歳入総額は７億９ ,５１１万７ ,７３３円、歳出総額は７億８ ,６６６万９ ,２４７

円で、歳入歳出差し引き額８４４万８ ,４８６円が実質収支額であります。なお、

うち３４３万９ ,２００円を、地方自治法第２３３条の２の規定に基づき 基金に繰

り入れさせていただきました。  

次に、歳入の各款についての説明いたします。  

１６６ページをお願いします。第１款保険料、予算現額１億６ ,２７４万１ ,００

０円に対しまして、収入済額は１億６ ,６８５万６２４円であります。  

第２款分担金及び負担金、予算現額１ ,０００円に対しまして、収入はございま

せんでした。  

第３款使用料及び手数料、予算現額 １万円に対しまして、収入済額は１万１ ,７

５０円であります。  

第４款国庫支出金、予算現額２億６１６万３ ,０００円に対しまして、収入済額

は１億６ ,７１０万９３４円であります。  

第５款支払基金交付金、予算現額２億４ ,１３２万７ ,０００円に対しまして、収
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入済額は２億６６万３ ,６４３円であります。  

第６款県支出金、予算現額１億２ ,９３５万６ ,０００円に対しまして、収入済額

は１億１ ,１３４万２ ,５９８円であります。  

ページをめくっていただきまして、 第７款財産収入、予算現額１４万２ ,０００

円に対しまして、収入済額は１４万２ ,２２２円であります。  

第８款繰入金、予算現額２億２８８万９ ,０００円に対しまして、収入済額は １

億４ ,４６４万８ ,４４５円であります。  

第９款繰越金、予算現額４０６万円に対しまして、収入済額は４２８万９７７円

であります。  

第１０款諸収入、予算現額４ ,０００円に対しまして、収入済額は７万６ ,５４０

円であります。  

以上、歳入合計は、予算現額９億４ ,６６９万３ ,０００円に対しまして、調定額

７億９ ,５３３万１ ,２０９円、収入済額７億９ ,５１１万７ ,７３３円で、不納欠損

額０円、収入未済額は２１万３ ,４７６円であります。  

次に、歳出の各款について説明いたします。  

１６８ページをお願いします。第１款総務費、予算現額４ ,６７８万９ ,０００円

に対しまして、支出済額は４ ,２６８万５ ,８４６円であります。  

第２款保険給付費、予算現額８億３ ,５９３万６ ,０００円に対しまして、支出済

額は６億９ ,３９３万６ ,０９６円であります。  

第３款地域支援事業費、予算現額６ ,１２３万２ ,０００円に対しまして、支出済

額は４ ,７６２万３ ,６１９円であります。  

ページをめくっていただきまして、第４款基金積立金、予算現額１４万３ ,００

０円に対しまして、支出済額は１４万２ ,２２２円であります。  

第５款諸支出金、予算現額２４９万４ ,０００円に対しまして、支出済額は ２２

８万１ ,４６４円であります。  

第６款予備費、予算現額９万９ ,０００円、支出済額０円で、充用もございませ

んでした。  

以上、歳出合計は、予算現額９億４ ,６６９万３ ,０００円に対しまして、支出済

額は７億８ ,６６６万９ ,２４７円であります。歳入歳出差し引き残額８４４万８ ,

４８６円のうち、基金に積み立てた後の残額５００万９ ,２８６円を平成３０年度

へ繰り越しました。  

以上で介護保険事業勘定特別会計の説明を終わります。  

続きまして、住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算について説明いたします。  

１９４ページの実質収支に関する調書をお開きください。  

住宅新築資金等貸付事業特別会計の 歳入総額は５１８万１ ,４８８円、歳出総額

は１ ,６６５万５ ,６３７円であります。歳入歳出差し引き歳入不足額１ ,１４７万

４ ,１４９円が実質収支額であります。  

次に、歳入の各款について説明いたします。  
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次の１９５ページをお願いします。第１款繰入金、予算現額、収入済額ともに同

額の１２７万円であります。  

第２款の繰越金は、予算現額、収入済額ともにございませんでした。  

第３款諸収入、予算現額１ ,８１５万円に対しまして、収入済額は３９１万１ ,４

８８円であります。  

以上、歳入合計は、予算現額１ ,９４２万円に対しまして、調定額１億 ５１５万

５ ,９２３円、収入済額５１８万１ ,４８８円で、収入未済額は９ ,９９７万４ ,４３

５円であります。  

次に、歳出の各款について説明いたします。  

ページをめくっていただきまして、１９６ページをお願いします。第１款土木費、

予算現額４０１万８ ,０００円に対しまして、支出済額は１２７万円であります。  

第２款公債費、予算現額３００万５ ,０００円に対しまして、支出済額は２９８

万９ ,３７４円であります。  

第３款前年度繰上充用金、予算現額１ ,２３９万７ ,０００円に対しまして、支出

済額は１ ,２３９万６ ,２６３円であります。  

以上、歳出合計は、予算現額１ ,９４２万円に対しまして、支出済額は１ ,６６５

万５ ,６３７円であります。歳入歳出差し引き歳入不足額１ ,１４７万４ ,１４９円

は、地方自治法施行令第１６６条の２の規定に基づき、翌年度歳入金の繰り上げ充

用により全額補塡いたしております。  

以上で住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の説明を終わります。  

以上、簡単ではございますが、平成２９年度川西町一般会計及び特別会計の決算

について説明申し上げましたが、細部につきましては、各会計の事項別明細書によ

りまして御審議の上、認定を賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせ

ていただきます。  

議   長（石田三郎君）   説明が終わりました。  

この決算書案につきまして、過日会計監査が行われましたので、西田監査委員の

報告を求めます。  

西田監査委員。  

監査委員（西田亜希子君）   平成２９年度一般会計及び特別会計の決算審査の結果を御

報告申し上げます。  

去る７月２６日に、松本監査委員とともに、地方自治法第２３３条第２項の規定

により、会計管理者に必要な調書の提出を求め、関係帳簿及び証拠書類を対照しな

がら説明を受け、厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計の予算の執行状況

並びに現金の出納・保管、資金の運用などにつきましては、地方自治法並びに関係

法令に抵触するところもなく、適正に行われているものと認めましたので、御報告

申し上げます。  

平成３０年９月１０日  

監査委員  西田亜希子  
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議   長（石田三郎君）   お諮りいたします。  

日程第４、認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算について、

各関係委員会に付託することに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認めます。よって、本案件は、厚生、総務・建設

経済各常任委員会に付託します。  

日程第５、認定第２号、平成２９年度川西町水道事業会計決算についてを議題と

します。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   次に、認定第２号、平成２９年度川西町水道事業会計決算に

ついてでございます。事業課長から御説明いたします。  

議   長（石田三郎君）   中川事業課長。  

事業課長（中川辰也君）   それでは、日程第５、認定第２号、平成２９年度川西町水道

事業会計決算についてでございます。  

まず、業務の決算概要について申し上げます。  

水道事業会計決算書の 3ページをお願いいたします。３ .業務、 (1)業務量を御覧

ください。  

給水人口は８ ,６３４人となり、前年度より７０人の減となりました。  

年間総配水量は９３万１ ,００９立米で、前年度より２万７ ,７８２立米の減とな

りました。  

また、有収率につきましては９４ .２０％で、前年度より０ .８８ポイントの増と

なっております。今後も積極的に漏水防止対策を行い、なお一層有収率の向上に努

めてまいりたいと考えております。  

次に財務の決算状況について申し上げます。  

１１ページをお願いします。まず、営業面の会計であります収益的収入及び支出

の収支状況でございます。  

収入といたしましては、第１款水道事業収益の予算額２億２ ,５３７万９ ,０００

円に対し、決算額は２億２ ,１９５万７ ,８５６円の収入でございます。  

次に支出といたしまして、第１款水道事業費用の予算額合計２億１ ,３８９万８ ,

０００円に対しまして、決算額は２億８１２万４ ,３５３円の支出となり、税抜き

での損益は１ ,２４１万１ ,３２４円の純利益となりました。  

なお、平成２９年６月１５日付で県水への１００％転換が完了したことで、受水

費は増加しております。また、浄水場施設の維持管理経費につきましては、施設の

休止に伴い、不要となっております。  

次に１２ページをお願いします。  

主に建設改良費及び企業債に関する会計であります資本的収入及び支出会計の決

算概要についてでございますが、収入は７３９万９ ,０００円、支出については、
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第 1款資本的支出の予算額合計５ ,４９６万円に対し、決算額は５ ,３８２万４ ,３８

０円となっております。したがいまして、収入額は支出済額に対しまして ４ ,６４

２万５ ,３８０円が不足いたしましたので、その補塡財源として、過年度分損益勘

定留保金４ ,５０２万７ ,３８０円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額１３９万８ ,０００円となっております。  

以上、平成２９年度川西町水道事業会計決算の概要を説明いたしました。  

慎重審議の上、適切なる御決定をいただきますようお願い申し上げ、説明を終わ

ります。  

議   長（石田三郎君）   説明が終わりました。  

この決算書案につきまして、過日会計監査が行われましたので、西田監査委員に

報告を求めます。  

西田監査委員。  

監査委員（西田亜希子君）   平成２９年度川西町水道事業会計の決算審査の結果を御報

告申し上げます。  

去る７月２６日に、松本監査委員とともに、地方公営企業法第３０条第２項の規

定により、事業課長に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照し

ながら説明を受け、その内容について厳正なる審査を実施いたしました結果、予算

の執行状況並びに現金の出納・保管、資金の運用などにつきましては、地方公営企

業法を初めとする関係法令に抵触するところもなく、適正に行われているものと認

めましたので、御報告申し上げます。  

平成３０年９月１０日  

監査委員  西田亜希子  

議   長（石田三郎君）   監査報告が終わりました。  

お諮りいたします。  

日程第５、認定第２号、平成２９年度川西町水道事業会計決算について、関係委

員会に付託することに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認めます。よって、本案件は、総務建設経済委員

会に付託します。  

日程第６、認定第３号、平成２９年度川西町下水道事業会計決算についてを議題

といたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   次に、認定第３号、平成２９年度川西町下水道事業会計決算

についてでございます。これにつきましても事業課長から御説明いたします。  

議   長（石田三郎君）   中川事業課長。  

事業課長（中川辰也君）   それでは、日程第６、認定第３号、平成２９年度川西町下水

道事業会計決算についてでございます。  
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まず、業務の決算概要について申し上げます。  

下水道事業会計決算書の３ページをお願いいたしま す。３ .業務、 (１ )業務量を

御覧ください。  

処理区域内人口は８ ,６１０人となり、前年度より７０名の減となりました。普

及率は９９ .７％で、水洗化率は９７ .３％となり、前年度と変わりありません。今

後も高い普及率の維持管理に努めてまいりたいと考えております。  

次に、財務の決算状況について申し上げます。  

平成２９年度につきましては、公営企業法適用初年度の決算となります。また、

平成２９年度及び平成３０年度の２年間につきましては、消費税及び地方消費税が

免税となります。  

それでは、９ページをお願いいたします。まず、営業面の会計であります収益的

収入及び支出の収支でございます。  

収入といたしましては、第１款下水道事業収益の予算額２億７ ,８３１万９ ,００

０円に対し、決算額は２億７ ,８８８万２３５円の収入でございます。  

次に、支出といたしまして、第１款下水道事業費用の予算額合計２億６ ,２４８

万６ ,０００円に対しまして、決算額は２億５ ,８３９万６ ,９８４円の支出となり、

損益は２ ,０４８万３ ,２５１円の純利益となりました。  

次に、１０ページをお願いします。主に建設改良費及び企業債に関する会計であ

ります資本的収入及び支出会計の決算状況についてであります。  

収入といたしまして、第１款資本的収入の予算額２億６５６万６ ,０００円に対

しまして、決算額は１億７ ,８６６万円の収入でございます。  

支出については、第１款資本的支出の予算額合計２億６６６万６ ,０００円に対

し、決算額は１億７ ,５９７万５ ,３５４円となっております。  

なお、第１項建設改良費で、大和中央道延伸に伴う本管布設工事の予算額２ ,７

６８万円を次年度に繰り越しました。  

以上、平成２９年度川西町下水道事業会計決算の概況を説明いたしました。  

慎重審議の上、適切なる御決定をいただきますよう申し上げ、説明を終わります。  

議   長（石田三郎君）   説明が終わりました。  

この決算書案につきまして、過日会計監査が行われましたので、西田監査委員の

報告を求めます。  

西田監査委員。  

監査委員（西田亜希子君）   平成２９年度川西町下水道事業会計の決算審査の結果を御

報告申し上げます。  

去る７月２６日に、松本監査委員とともに、地方公営企業法第３０条第２項の規

定により、事業課長に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照し

ながら説明を受け、その内容について厳正なる審査を実施いたしました結果、予算

の執行状況並びに現金の出納・保管、資金の運用などにつきましては、地方公営企

業法を初めとする関係法令に抵触するところもなく、適正に行われているものと認
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めましたので、御報告申し上げます。  

平成３０年９月１０日  

監査委員  西田亜希子  

議   長（石田三郎君）   監査報告が終わりました。  

お諮りいたします。  

日程第６、認定第３号、平成２９年度川西町下水道事業会計決算について、 関係

委員会に付託することに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認めます。よって、本案件は、総務建設経済委員

会に付託します。  

お諮りいたします。  

日程第７、承認第６号、平成３０年度川西町一般会計補正予算の専決処分につい

てより、日程第９、承認第８号、川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分に

ついてまでの承認案３件を一括上程したいと思いますが、これに御異議ございませ

んか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認、一括上程いたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   次に、日程第７、承認第６号、平成３０年度川西町一般会計

補正予算の専決についてでございます。  

４ページをお開きください。款３ .民生費  項３ .人権施策費  目１ .人権施策総務

費におきまして、下永集会所において屋根等の補修が必要となり、３００万円を追

加し、専決により執行したものでございます。なお、当該経費の財源につきまして

は、前年度繰越金を充当しております。  

以上により、平成３０年度川西町一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９

億７ ,５６９万１ ,０００円となります。  

次に、日程第８、承認第７号、平成３０年川西町下水道事業会計補正予算の専決

についてでございます。  

４ページをお開きください。収益的収入でございます。  

款１下水道事業収益  項３ .特別利益におきましては、前年度よりの下水道事業

会計法適用化に伴い、資産の取得に係る財源等の整理をした結果、過年度分の消費

税において還付金１ ,２３６万５ ,０００円が追加となるため、増額するものでござ

います。  

３ページをお開きください。以上より、収益的収入第１款下水道事業収益は、２

億６ ,８９３万２ ,０００円となります。  

４ページにお戻りください。次に、収益的支出でございます。  

款１ .下水道事業費用  項１ .営業費用におきましては、今年度の人事異動に伴う
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人件費１ ,１３６万１ ,０００円の増額をお願いするものでございます。  

３ページをお開きください。以上により、収益的支出第１款下水道事業費用は、

２億６ ,７９２万８ ,０００円となります。  

以上が専決処分した平成３０年度補正予算関係でございます。  

続きまして、専決いたしました条例について御説明いたします。  

承認第８号、川西町税条例の一部を改正する条例についてでございます。  

これは、生産性向上特別措置法が制定されたことに伴い、地方自治法第１７９条

第１項の規定に基づき、専決処分としたものでございます。  

３枚目「条例の概要」を御覧願います。右の欄の「概要」を御覧ください。  

内容としましては、中小企業者等が取得した当該法の要件を満たす機械装置等に

対する固定資産税を３年間課税しないものでございます。  

専決処分につきましては以上でございます。  

議   長（石田三郎君）   お諮りいたします。  

ただいまの承認案についての討論を省略し、各関係委員会に付託することに御異

議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、厚生、総務・建設経済各常任委員会に付託

いたします。  

お諮りいたします。  

次に、日程第１０、議案第４２号、平成３０年度川西町一般会計補正予算につい

てより、日程第１７、議案第４９号、川西町新防災情報システム整備工事請負契約

の締結についてまでの８議案を一括上程いたしたいと思いますが、これに御異議ご

ざいませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、一括上程いたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   次に、議案第４２号、平成３０年度川西町一般会計補正予算

について説明いたします。  

歳出の部でございます。  

１２ページをお開き願います。款２ .総務費  項１ .総務管理費  目１ .一般管理費

におきまして、平成３２年度から導入される会計年度任用職員に係り、必要な例規

を整備するための経費２２６万８ ,０００円の追加、目３ .財産管理費におきまして、

役場本庁舎北側の開閉シャッターの修繕工事に要する経費６４万８ ,０００円の追

加、目４ .企画費におきまして、自治会へのＬＥＤ補助の要望が当初の見込み以上

となるため、１０１万円の追加、目１０ .基金費におきまして、前年度決算を待っ

て額が確定したふるさと応援寄附金の同基金への積立金６１９万７ ,０００円の追

加、款３ .民生費  項１ .社会福祉費  目１ .社会福祉総務費におきまして、障害者の
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補装具に係る購入・修理の件数が当初の見込みを上回ることによる扶助費の増額及

び介護保険特別会計において新たな補助が見込めることによる繰出金の減で、差し

引き６７万円の追加、目２ .国民年金費におきまして、事務処理の効率化を目的と

した年金事務の届け出様式などの電子データ化に係るシステム改修経費８５万７ ,

０００円の追加、項３ .人権施策費  目１ .人権施策総務費におきまして、老朽施設

の安全対策として、下永火葬場煙突の耐震調査並びに下永集会所周辺のブロック塀

の撤去、フェンスの設置及び梅戸火葬場解体撤去の設計費、合計５００万円の増額

をお願いするものでございます。  

１３ページに移りまして、款４ .衛生費  項１ .保健衛生費  目４ .保健センター費

におきまして、職員の業務負担軽減のためのアルバイト経費をお願いするものでご

ざいます。  

款５ .農商工業費  項２ .商工費  目２ .商工業振興費におきましては、財源の更正

を行うもので、予算額の増減はございません。  

款６ .土木費  項１ .土木管理費  目２ .空家対策費におきまして、所有者不明の空

家に係る緊急安全措置を図るための経費４５万円の増額をお願いするものでござい

ます。  

続きまして、項２ .道路橋梁費  目１ .道路橋梁維持費におきまして、町道の維持

管理経費の有利な財源を確保するために、舗装に係る個別施設計画の策定費２８９

万５ ,０００円の増額をお願いするものです。  

続いて、１４ページをお開き願います。項３ .都市計画費  目１ .都市計画総務費

におきまして、東城踏切の廃止に伴う地区道路の用地測量及び地質調査等の経費３ ,

３２９万１ ,０００円の増額をお願いするものです。  

款８ .教育費  項１ .教育総務費  目２ .事務局費におきまして、幼稚園と小学校の

空調整備の追加に要する経費２７４万６０００円、項５ .幼稚園費におきまして、

自動火災報知機などの消防設備の修繕費２２万６ ,０００円の追加をお願いするも

のでございます。  

項６ .社会教育費  目１ .社会教育総務費におきまして、公用車の修繕費１７万６ ,

０００円、目２ .文化会館費におきまして、非常用発電機の修繕費６７万７ ,０００

円の追加、目４ .地域・家庭教育力活性化推進費におきましては、 子育て支援事業

として奈良県の補助が受けられることとなったため、いろいろな世代の人たちとつ

ながれる機会や場をつくるリーダーを養成する講座の開催に必要な経費 ４４万９ ,

０００円の追加をお願いするものでございます。  

目１２ .いぶき子どもセンター運営費におきましては、当該センター運動場の排

水設備の修繕費１７万３ ,０００円の追加をお願いするものでございます。  

次に、歳入の部でございます。  

９ページをお開きください。款１３ .国庫支出金  項１ .国庫負担金におきまして

は、自立支援・障害者補装具給付に係る国庫負担金で７５万円の増額、制度改正に

伴う子どものための教育・保育給付費の予算配置替えに係り８ ,９１１万円の減額、
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差し引き８ ,８３６万円の減額をお願いするものでございます。  

項２ .国庫補助金におきましては、 子どものための教育・保育 給付費の配置替え

に係る増額８ ,９１１万円をお願いするものでございます。  

項３ .委託金におきまして、国民年金システムの改修に伴う協力連携事務費の増

額８５万７ ,０００円をお願いするもございます。  

款１４ .県支出金  項１ .県負担金  目１ .民生費県負担金におきましては、先に述

べました自立支援・障害給付の県負担金として３７万５ ,０００円の増額、先に述

べました保育給付費におきまして、国庫と同様、負担金から補助金への予算配置替

に係る減額４ ,４５５万５ ,０００円、差し引き４ ,４１８万円の減額をお願いする

ものでございます。  

１０ページにかわりまして、項２ .県補助金におきましては、目１ .民生費県補助

金で、県負担金から補助金への予算配置替えに係る増額４ ,４５５万５ ,０００円、

目５ .教育費補助金では、家庭教育支援チーム事業補助金が新たに採択されたこと

による２０万円の追加、合計４ ,４７５万５ ,０００円の増額をお願いするものでご

ざいます。  

続きまして、款１５ .財産収入  項２ .財産売払収入におきましては、株式会社大

阪精工への法定外公共物（里道）の払い下げに係るもので、４８２万１ ,０００円

の増額をお願いするものでございます。  

款１７ .繰入金  項１ .基金繰入金におきましては、次に申します繰越金の額が増

額することに伴い、財源調整のため、目１ .減債基金繰入金におきましては１ ,５６

０万円、目５ .まちづくり基金につきましては１億９ ,６００万円を減額し、目２ .

自治振興基金については、歳出で御説明申し上げました自治会ＬＥＤ補助の原資と

するため３１０万円の増額、差し引き２億８５０万円の減額をお願いするものでご

ざいます。  

１１ページにかわりまして、款１８ .繰越金  項１ .繰越金におきましては、前年

度繰越金の確定により、２億６ ,４１８万円の増額をお願いするものでございます。  

款１９ .諸収入  項３ .雑入におきましては、 自動車損害保険共済金１７ 万５ ,０

００円の増額をお願いするものでございます。  

款２０ .町債  項１ .町債につきましては、普通交付税算定に伴う臨時財政対策債

の発行可能額の確定による４６６万４ ,０００円の減額をお願いするものでござい

ます。  

以上により、歳入歳出それぞれ５ ,８１９万４ ,０００円の増額補正をお願いする

もので、これにより平成３０年度の一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ５０

億３ ,３８８万５ ,０００円となります。  

次に、議案第４３号、平成３０年度川西町国民健康保険特別会計補正予算につい

てでございます。  

４ページをお開きください。下段の歳出の部でございます。  

款６ .諸支出金におきまして、前年度の一般被保険者療養給付費の確定に伴う国
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への返還金として、１ ,０３７万３ ,０００円を増額するものでございます。  

続きまして、上段の歳入の部でございます。  

款４ .療養給付費等交付金につきましては、退職被保険者に係る過年度交付金の

精算分として、社会保険支払基金からの追加交付４ ２４万６ ,０００円の増額をお

願いするものでございます。  

款７ .繰入金につきましては、財源調整のため、５４２万４ ,０００円の減額をお

願いするものでございます。  

款８ .繰越金につきましては、前年度からの繰越額の確定に伴い、１ ,１５５万１ ,

０００円の増額をお願いするものでございます。  

以上により、歳入歳出それぞれ１ ,０３７万３ ,０００円の増額補正をお願いする

もので、これにより、平成３０年度川西町国民健康保険特別会計予算の総額は、９

億９ ,２２２万８ ,０００円となります。  

次に、議案第４４号、平成３０年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算に

ついてでございます。  

歳出の部でございます。  

５ページをお開きください。款１ .総務費につきましては、介護保険制度の改正

に伴うシステム改修費に係る財源調整を行うものでございます。  

款５ .諸支出金につきましては、前年度の 給付費実績に伴い生じた国庫、県、社

会保険診療報酬支払基金に対する返還金及び前年度までにおいて第１号被保険者の

異動によって生じた当該被保険者への保険料の 還付金、合計５００万８ ,０００円

の増額をお願いするものでございます。  

歳入の部でございます。  

４ページにお戻りください。款４ .国庫支出金につきましては、介護保険報酬改

正に伴うシステム改修に係る補助金の内示により、８３万円の増額をお願いするも

のでございます。  

款８ .繰入金につきましては、先述の補助金の増に対応して、一般会計からの繰

入金８３万円の減額をお願いするものでございます。  

款９ .繰越金につきましては、前年度の繰越金が確定したことにより、 ５００万

８ ,０００円の増額をお願いするものです。  

以上により、歳入歳出それぞれ ５００万８ ,０００円の増額補正をお願いするも

ので、これにより、平成３０年度川西町介護保険事業勘定特別会計の総額は、８億

６ ,３７０万２ ,０００円となります。  

以上が平成３０年度補正予算関係でございます。  

続きまして、条例改正及び契約の締結について御説明いたします。  

議案第４５号、川西町総合審議会条例等の一部改正についてでございます。  

２枚目「条例の概要」をお開き願います。  

この条例の改正は、先般行いました組織改革に伴う条文の整備を行うための改正

でございます。内容につきましては、部署の改正としまして、川西町総合計画審議
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会条例、川西町都市計画審議会条例、川西町子ども・子育て会議条例の一部を改正

し、部の廃止によるものとしましては、川西町行政組織条例、川西町防災会議条例、

一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正するものでございます。  

続きまして、議案第４６号、川西町地域福祉基金条例の一部改正についてでござ

います。  

２枚目の「条例の概要」をお開き願います。  

この条例の改正は、介護保険・介護サービス事業勘定特別会計が平成２８年度で

廃止されたことに伴う条文の整備を行う改正でございます。  

続きまして、議案第４７号、川西町税条例等の一部改正についてでございます。  

２枚目「条例の概要」をお開き願います。  

この条例の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が施行されたことによる町

条例の一部改正でございます。内容といたしましては、法人等に伴う電子申告義務

化の規定整備、町民税に伴う障害者、未成年者、寡婦 (夫 )に対する非課税措置の所

得要件の見直し、町民税に伴う基礎控除額及び調整控除額に所得要件の創設、年金

所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直し、たばこ税における区分創設及び

換算方法の見直し、税率の段階的な引き上げといった内容の改正でございます。  

続きまして、議案第４８号、川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてでございます。  

２枚目「条例の概要」をお開き願います。  

この条例の改正は、国の関係省令等の改正に伴い、条文の整備を行うものでござ

います。  

条例改正は以上でございます。  

続きまして、議案第４９号、川西町新防災情報システム整備工事請負契約の締結

についてでございます。  

これは、川西町新防災情報システム整備工事を行うに当たり、その予定価格が条

例で定める額である５ ,０００万円を超えることから、地方自治法第９６条第１項

第５号の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。  

業者選定につきましては、プロポーザル方式により選定し、最良の提案があった

日本電気株式会社奈良支店に決定いたしましたので、請負契約の締結について御承

認をお願いするものでございます。  

契約金額は２億２ ,３３４万４ ,０００円でございます。  

以上でございます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   説明が終わりました。  

お諮りいたします。  

ただいまの各議案については、各関係委員会に付託することに御異議ございませ

んか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、厚生、総務・建設経済各常任委員会に付託
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いたします。  

なお、各委員会の開催は通告のとおりですので、お願い申し上げます。  

次に、日程第１８、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とい

たします。  

議案の朗読を省略し、当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   続きまして、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦につい

てでございます。  

諮問第３号につきましては、現在、人権擁護委員として就任していただいており

ます石田貞子委員の任期満了に伴う後任として、井村高子氏を当該委員候補者とし

て推薦したく、議会の意見を求めるものでございます。  

井村氏は、昭和４７年７月１３日生まれでございます。平成２７年４月から総務

省行政相談委員など、多方面で御活躍いただいております。  

何とぞ御同意賜りますようお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   説明が終わりました。  

お諮りいたします。  

ただいま説明のありました諮問第３号については、異議がないと答申したいと思

いますが、これに御異議ございませんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、異議がないと答申することに決定いたしま

した。  

次に、日程第１９、同意第５号、川西町公平委員会委員の選任についてを議題と

いたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   続きまして、同意第５号、川西町公平委員会委員の選任につ

いてでございます。  

同意第５号につきましては、現在、公平委員として就任していただいております

川合紀子委員の任期満了に伴う後任として、新たに後藤忠弘氏に就任いただきたく、

御同意を願うものでございます。  

後藤氏は、昭和２８年２月１９日生まれでございます。長年にわたり警察官とし

て奈良県警に勤務され、退職後も一般財団法人奈良県交通安全協会専務理事として

現在御活躍されております。  

何とぞ御同意賜りますようお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   ただいま説明のありました同意第５号について、質疑ありま

せんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   質疑がないようですので、討論を省略し、採決いたします。  
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お諮りいたします。  

同意第５号、川西町公平委員会委員  後藤忠弘氏の選任について、同意すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり同意することに決

しました。  

次に、日程第２０、同意第６号、川西町教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   続きまして、同意第６号、川西町教育委員会委員の任命につ

いてでございます。  

同意第６号につきましては、現在、教育委員として就任していただいております

松井宏至委員の再任につきまして御同意を願うものでございます。  

よろしくお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   ただいま説明のありました同意第６号について、質疑ありま

せんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   質疑がないようですので、討論を省略し、採決いたします。  

お諮りいたします。  

同意第６号、川西町教育委員会委員  松井宏至氏の任命について、同意すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり同意することに 決

しました。  

以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。  

本日はこれにて散会し、明日は休会とし、９月１２日午前１０時に再開いたしま

す。  

    長時間ありがとうございました。  

（午前１１時２３分  散会）  
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川西町議会第３回定例会（議事日程） 

   

  
平成３０年９月１２日（水）午前 10 時 00 分再開 

日

程 
議案番号 件           名 

      

      

第１   一般質問 

      

第２   総括質疑 
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（午前１０時００分  再開）  

議   長（石田三郎君）   皆さん、おはようございます。  

これより平成３０年川西町議会第３回定例会を再開いたします。  

会議に先立ち、９番  森本修司議員より欠席届が提出されております。  

ただいまの出席議員は１ １名で、定足数に達しております。よって、議会は成

立いたしましたので、これより本日の会議を開きます。  

日程第１、一般質問に入ります。  

それでは、質問通告順により順次質問を許します。  

２番  安井知子君。  

２番議員（安井知子君）   おはようございます。議長の許可を得まして質問させていた

だきます。  

平成３０年６月２７日に出されました住民監査請求につきお尋ねいたします。  

私が議員になって４年目、初めて住民監査請求が出されました。これは、議員が

見過ごしたことを住民の方が行政・議会に疑問を持ち、質問されたということ。今

回、４７日目、８月１３日に、却下という形で監査請求者に通知されました。  

１件目、町の出先機関におき、コピー使用料を不適正に処理されてきたとの件。  

内容。職員の人事異動により、所属不明の金銭が発見された。それがコピー使用

料だったとのこと。これを別の場所に保管していた。その金額は１ ,１９１円。今

回、これを雑入処理した。よって、川西町に損害をもたらしていないので、却下。  

この件、数社の新聞社と個人に投書されました。川西町職員による新聞社への投

書は、奈良県の行政機関の中で一番多いとのこと。無記名ですから、本当のこと、

思い違い等いろいろあると思います。  

ここで私からの質問です。  

コピー使用料は１枚１０円です。なぜ１円の端数が出るのですか。  

領収書の控えが出てきたとのこと。これは１年分ですか、それとも長年の分です

か。昨年分は雑入処理されていますか。開示できますか。  

また、このような事象が発生した件について、町としてはどのようにお考えです

か。お聞かせください。  

２件目、平成３０年６月１８日午前７時５８分に発生した大阪北部地震への対応

が適正であったかについて。  

結果。これは、財務会計行為に当たらないので、却下。  

当日同時刻に児童の大半が教室内にいたと考えられます。たった１０秒ほどの地

震です。日ごろ教えていても、いざというときに何ができたか。何もできないのが

現実と思います。児童、保護者に不安を感じさせるようでは、今後東南海地震の発

生を危惧されている現在、大きな課題になると思います。  

先生は、児童をわが子と思い対応すべし。災害時の身の処し方は、教科を教える

ことから離れた基本的な教えです。今後、子どもたちにとって大切かつ必要となる

教えです。大人による日ごろからのシミュレーションを必要とします。児童や保護
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者からも信頼される先生の動きを求めるものです。  

以上２件、姓名を名乗っての監査請求です。行政は６０日以内に請求人に返事を

する必要があるとのことですが、迅速な対応をモットーとされている今日、今回４

７日かかりました。２件の事案、安易に考えるべきではないと思い、改めて質問し

ます。  

２、給食の食べ残しについて。  

先生の仕事の一つとして、給食の食べ残しを記録されているとのこと。何のため

に？  もちろん栄養のある、おいしい、子どもたちが好むメニューを勧めるためと

思います。記録された数字をどのように利活用されていますか。ファイルだけの仕

事なら、先生の過重労働にもなります。  

子どもたちはどのように考えているか、アンケート等で把握されていますか。栄

養士の先生と連携されていますか。  

終わります。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   安井議員の御質問にお答えいたします。  

まず、１点目、住民監査請求についてでございます。  

本町の出先機関である西人権文化センターにおいて、コピー代金が不適切に処理

されていた件でございますが、この件につきましては、職員の人事異動により、後

任の者が事務机を整理していた際に現金５１円を発見し、また、同時期に領収書の

控えも発見していたことから、コピー代金であるものと推定し、領収書の控えをも

とに財務会計システムで歳入確認をしましたところ、未処理であったことが判明い

たしました。このことを受けまして、総務理事と担当課長とが前任者に事情を聴取

し、その結果、センターへの来館者で個人的な使用目的の場合にのみコピー使用料

金を徴収しており、その際に、歳入処理は行わずに別の場所で保管していたという

ものでございました。  

さらに、同様の内容で事務机以外の場所にも保管していないかどうか問いただし

ましたところ、別に１ ,１４０円を保管していることを確認いたしました。  

また、それ以外の金員は発見されなかったため、前任者である本人がコピー使用

料として保管していた１ ,１４０円と事務机から発見された５１円を合わせた１ ,１

９１円について雑入処理をしたところでございます。  

そこで、議員御指摘の１円の端数についてでございますが、コピー代金について

は、本町では基本１枚につき１０円としていますので、１円という端数がコピー使

用料そのものとして発生するということはないと考えられます。ところが、前任者

からの聴取内容からは、コピー料金以外の収入目途は判明しませんでした。しかし、

当該金員は通常私物を置く場所ではなかったということから、この５１円は、前後

の状況から判断して、公金であることに間違いないと判断いたしました。  

このような理由で、端数の１円も合わせてコピー代金に含めて雑入処理をしたも

のでございます。  
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なお、領収書に記載のあるコピー代金については２６年から２８年のものであり、

合わせて４４０円分ありましたが、個人さん側から領収書は必要ないと言われた場

合には、未発行のまま使用料を徴収していたとのことでございますので、以外の明

細はないということになります。  

また、昨年度分については、個人からのコピーの依頼もなく、実績がなかったと

前任の担当者から聴取しております。これを示す資料としましては、先ほど説明い

たしました領収書のほかはない状況でございます。  

町といたしましても、今回の件につきましては、まことに遺憾に思っているとこ

ろであります。今回の件を受けまして、今後、会計上の取り扱いにつきましては、

各管理職から既に作成しております会計マニュアルに基づく指導を行い、会計のチ

ェックを今まで以上に強化して臨んでまいりたいと思っております。  

次に、「監査請求に対し、回答に日数がかかり過ぎているのでは」との御意見で

ございますが、御質問の監査請求につきましては、地方公共団体の職員等によりま

す違法または不当な財務会計上の行為による損害を防ぐことを主たる目的として、

住民が監査委員に対して行うものでございます。  

加えて、監査委員は独任制の機関であり、その権限行為について上級機関の指揮

命令は受けず、市町村長から独立して、その職務権限を行使するものとされており

ます。この観点から申し上げますと、行われました監査請求の内容等につきまして

は、監査委員が行われたことでございますので、本来、私が答えるべき立場ではご

ざいませんが、私なりに調べましたところ、地方自治法第２４２条第５項において、

請求書の受け付けから請求人への監査結果の通知までの期間は６０日以内となって

おります。また、調査いただく内容といたしまして、関係部局等への事情聴取など

を行った上、監査結果の決定をするため、ある程度の日数が必要になってくるかと

考えられます。なお、今回の監査請求に対しても、６回、監査委員による審議を行

っていただいたと聞いております。私といたしましては、慎重かつ丁寧な対応をし

ていただいたと思っております。  

先般の大阪北部地震時の小学校に関する件並びに給食の食べ残しの件につきまし

ては、教育長から説明していただきます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   教育長。  

教  育  長（山嶋健司君）   安井議員の御質問にある、本年６月１８日午前７時５８分に

発生した大阪北部地震での対応が適切であったか、並びに給食の食べ残しについて

の２点について、私から回答させていただきます。  

まず、大阪北部地震発生時における学校教職員の対応についてでございますが、

地震発生時はちょうど通学時間帯でありまして、既に登校し教室にいた者、運動場、

エントランス、学校の各門から昇降口までの間にいた者、学校のごく近辺の通学路

上を学校に向かっていた者など、さまざまな状況にありました。教職員等につきま

しては、学級担任１４名を含め２４名が既に出勤済みで、自教室や職員室で職務に
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ついておりました。  

地震発生時、ほとんどの児童は、平時より取り組んでいる訓練どおり、揺れを感

じた直後に素早く机の下に入ったり、頭部を守り、ダンゴムシの姿勢をとったりし

ましたが、一部立ち尽くす児童もいたことから、近くにいた教職員が各所で大声で

「しゃがみなさい。伏せなさい。頭を守って」等々のマニュアルにある指示がなさ

れました。当日は小雨であったこと、登校中の児童もおり、全児童の安全確認がで

きていないことなどから、マニュアルでは運動場に集合・避難とはなっていますが、

学校長判断により、目視による校舎内の安全確認を行い、児童へは、「登校した児

童の皆さんは、慌てず教室に入り、先生の指示に従うこと」、「先生方は子どもの

安全確認を引き続き行うこと」など、校内放送により指示が出されました。  

教育委員会として、学校長に対し、地震による学校の被害、児童の状況について

確認を行ったところ、「現在のところ、人的被害や校舎内外における重大な被害状

況は認められない」との報告を受け、また、「余震の懸念はあるが、引き続き児童

の安否確認と安全確認を行い、可能との判断ができれば通常どおり授業を行いた

い」との意向を受けました。この後学校で開催された緊急の職員会議では、改めて

児童の登校状況やけがの有無についての確認を行うとともに、心のケアも視野に入

れた対応、校舎内外の危険箇所については発見次第管理職に連絡すること、震度４

の震災発生時の対応マニュアルに沿って通常の授業を行うこと等が指示・伝達され

ております。  

また、配信が少しおくれた感は否めませんが、８時５８分には、保護者に対し、

児童の無事と本日の授業を予定どおり行う旨のコスモスメールが配信されておりま

す。  

また、下校時には、学校管理職や校外指導部担当者により、安全確認等、下校時

の様子を巡回パトロールするなど、余震への懸念と通学路の安全確認を兼ねた対応

を行い、地震発生の翌日には、学校長の指示により、各部団通学路に存在する塀や

壁の調査が教職員により行われ、通学路にあるブロック塀等の危険箇所マップの作

成も行われました。  

教育委員会におきましても、通学路の安全確認を行うとともに、小学校作成のブ

ロック塀等危険箇所マップの確認、箇所の追記を行い、学校とともに危険箇所に対

する情報共有を行ったところです。このブロック塀等危険箇所マップにつきまして

は、学校内に掲示するとともに、学校よりＰＴＡに情報提供し、ＰＴＡと地元自治

会の情報共有により、危険箇所の対応等、地元対策をお願いしたいと考えておりま

す。  

また、６月２７日には、今回の地震を教訓とした地震発生時においての教職員・

学校の対応についての総括が行われ、反省及び今後の対応について協議がなされて

おります。  

教育委員会といたしましても、危機管理意識の向上のために、７月に、教職員の

地震災害発生時の校内安全点検研修として、防災士を招聘し、教室や校舎内におけ



 

 

- 34 - 

る危険備品等についての研修を実施いたしました。引き続き児童の安全対策、安全

な環境整備に努めてまいりたいと考えております。  

次に、御質問の給食の食べ残しに係る調査についてでございますが、残食調査に

ついては、残食を減らす、また食育の充実という観点から、栄養教諭、給食主任、

担任等が連携して実施しているものでございます。御存じのように、学校給食につ

いては、学校給食実施基準により、摂取すべきエネルギー、必要な栄養素の基準が

示されております。これに基づき、栄養教諭により献立が作成されております。  

給食の食べ残しが多いということは、子どもたちが成長していくために必要なエ

ネルギー、栄養素を給食において摂取し切れていないということにもつながりかね

ません。これを改善していくためには、残食の内容についても確認し、子どもたち

が喜んで給食を食し、できるだけ完食できるような食材、調理方法により献立を工

夫し、提供していく必要があります。児童の偏食、体格、男女差、その日の体調や

食欲により変化は見られますが、川西小学校・幼稚園の児童・園児は、おおむね給

食を楽しみにしてくれているようで、食べ残しは比較的少ない状況にあります。  

残食の記録は、単なる残量の把握ではなく、その内容を確認するものであり、栄

養教諭によってクラスごとに全食缶を目視確認し、多く残量があったクラスは、そ

の都度、栄養教諭が担任へ報告し、改善に向けて話し合い、状況によっては 、栄養

教諭がそのクラスに出向いて児童に直接意見を聞く等の対応を行っている場合もあ

ります。  

次に、アンケートの定期的な実施についてですが、近年は全学年対象の給食につ

いてのアンケートということではなく、栄養教諭が給食時間に教室を参観した際に

児童に意見を聞いたり、感想を聞いたり、食育の授業時には題材についての事前ア

ンケートをとったり、ワークシートを実施して、個々の児童の食についての意識を

はかっております。残食の調査については、あくまでも学校全体での食育指導、お

いしい、残食の少ない給食の提供、子どもたちに必要な栄養の摂取対策として実施

しているものであり、学校、教職員ともに食育に係る職務の一環と捉まえておりま

す。  

以上、御理解をよろしくお願いいたします。  

議   長（石田三郎君）   安井議員。  

２番議員（安井知子君）   私は、以前、川西町役場において３枚のコピーをしていただ

き、３０円を支払いました。領収書はいただきませんでした。他の町の出先機関で

も、「領収書は要らないと言われるので、出していませんでした」との返事をもら

いました。  

ところが、今回、１件目の回答で、領収書の控えが出てきた、それをコピー代と

推定したとあるが、領収書には明細を照らしていないのか。長年分で５１円の現金、

領収書ありが４４０円、なしが７００円、計１ ,１９１円。事件が起こってから歳

入処理した。町に損害を発生させていないので、却下。いかにもずさんな話である。

しかし、監査請求が出されたのだから、少なくとも今の町長答弁の内容と同じ答え
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を監査請求者に返事すべきであった。私が議会で質問したから、後づけで帳尻を合

わせた感がする。たかが１ ,１９１円と軽く扱っているならば、５０億円の町運営

の見きわめは難しくなってくるのでは？  

２件目、財務会計行為に当たらないので却下とは。なぜ相手の心に届く返事がで

きないのか。子どもたちの命にかかわる案件です。別記として、今後を想定し、考

え、１行でも記してもよかったのでは。「そのとき先生は何もしなかった」と言う

保護者もおられることを念頭に置き、今回の答弁を届ければ、保護者も安心される

はず。  

今後、監査請求のみならず、住民からの質問に対し、心ある対応、返事を期待し

ます。  

終わります。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   監査請求事案となりました西人権文化センター職員のコピー

料金の歳入未処理につきましては、先ほども申し上げましたとおり、私といたしま

しても遺憾に思っているところでございます。  

個々の職員の会計事務につきましては、管理監督の立場にある者がさらにチェッ

クを厳しくするよう指示していくつもりでございます。  

なお、監査請求につきましては、法で示されている要件を満たさない場合は監査

ができないものとなっております。また、監査委員がなされる監査の行為につきま

しては、自治法上の規定もあり、常に公正不偏の態度を保持していただいた上で、

職務権限を行使されております。従いまして、私から監査の結果などに対しまして

は申し上げることはできないのかなと思っております。  

私といたしましては、今回の件についても適切に監査を行っていただいているも

のと考えております。回答に要した日数や財務会計上の行為の判断などにつきまし

て、安井議員として住民の立場を第一にされた上で、いろいろな思いがおありにな

ることは承知いたしておるところではございますが、どうぞ御理解のほど、よろし

くお願い申し上げます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   ４番  伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   議長の許可を得ましたので、質問させていただきます。  

先に通告してありますように、防災対策についてでございます。  

今年は、地震、台風、豪雨などが身近で発生しています。いつ災害に遭遇するか

わかりません。防災の基本は、まず自助、自分で自分を災害から守ることです。そ

のためには、気象情報、災害関連情報、避難情報などが、いつでも、どこにいても、

町民の皆さんに伝達されなければなりません。  

１点目は、情報伝達についてお尋ねします。  

本町では、平成３年に防災行政無線が全戸に設置されました。災害の発生が予想

されるときや、災害発生時などに緊急に災害関連情報や避難情報などを町民にお知
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らせするとともに、平常時においては一般行政情報を町民にお知らせして、大変役

に立っており、今ではなくてはならないものになっています。さらに、携帯電話を

使用した緊急速報メールや防災エリアメール、コスモス安全メールなどの複数の情

報が発信されています。  

しかし、情報伝達の実態はどうなっているのでしょうか。全町民に届いているの

でしょうか。耳の遠い人にも、携帯電話をお持ちでない人にも届いているのでしょ

うか。これから取り組まれる新防災情報システムではどのように構築されようと考

えておられるのか、お尋ねします。  

２点目は、自分自身を災害から守る自主避難についてお尋ねします。  

大型台風が接近すると、周辺の自治体の避難所開設の情報が携帯電話に入ってき

ます。本町には土砂災害危険地域はないものの、台風の進路に当たっている場合、

不安な夜を自宅で一人で過ごすのではなく、和室のある避難所で複数の人と過ごす

ほうが、心強く、安心できるものと思います。安心して暮らせるまちづくりとして、

台風接近時の早めの避難所開設が必要ではないでしょうかと、先日質問通告しまし

たところ、先ごろの台風２１号のときに自主避難所を開設していただきました。そ

の説明もあわせてお願いいたします。  

３点目は、災害が発生した場合や避難勧告 ･避難指示が発令されたときの対応で

す。  

避難所を開設したとき、避難生活物資の確保が必要になってきます。問題は、防

災資機材、避難生活物資の保管場所についてです。今のテニスコートの横にある防

災倉庫は、ハザードマップを見ますと、２メートル以上の浸水想定水深になってい

ます。地震災害では使えても、洪水によって浸水した場合は使えなくなると思われ

ます。洪水時は周辺の道路も水没するので、適地とは思えません。 今の位置なら堤

防道路から防災倉庫の２階につながる桟橋を取りつけるとか、あるいは各避難所の

２階に分散して備蓄するとか、何らかの対応が必要ではないでしょうか。  

以上３点、町長のお考えをお伺いいたします。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   伊藤議員の御質問、「防災対策について」にお答えいたしま

す。  

まず、災害時における情報提供のあり方についてですが、本町は、地形的な環境

から洪水等による災害を受けやすく、近年多発する豪雨や台風による風水害を最小

限に抑えるため、正確かつ迅速な情報伝達が重要になると考えております。  

そこで、１つ目の質問でございますが、議員お述べのように、本町では住民の皆

様への防災対策として戸別受信機を世帯単位に貸し出ししており、災害関連情報な

どの緊急情報や自治会における情報周知など、広く住民の皆様に情報伝達手段とし

て御利用いただいております。また、他の災害情報の伝達手段として、住民の皆様

に災害の危険が迫った場合に送信するエリアメールなどを通じて防災関連の情報伝

達を行っております。  
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今回、平成３０年度、平成３１年度の２カ年事業で、既設の防災行政無線を再整

備いたします。この事業では、従来のアナログ方式からデジタル方式へ変更するこ

とにより、文字により入力した情報を防災行政無線、エリアメール、登録制メール

であるコスモス安全メールなどに一括して配信することが可能となります。このこ

とから、戸別受信機をお持ちでなくても、役場からの防災関連情報を迅速に確認で

きることを住民の皆様へ周知し、その上で、戸別受信機の必要性の有無について全

世帯向けにアンケートを実施する予定で進めております。  

また、聴覚に障害のある方につきましては、エリアメールによる防災情報を受け

ていただくことが可能でございますが、携帯電話をお持ちでない方に対しどのよう

な対応ができるのか、今後、落札業者と調整してまいります。  

次に、２つ目の質問ですが、自主避難所については、先般の台風２１号の際、こ

れまでの近隣市町村の開設状況を踏まえ、自主的な避難を呼びかける目的として、

台風当日の朝９時より、川西町保健センターに自主避難所を開設いたしました。自

主避難所に避難された方は、２世帯３人でございました。本町では、これまで自主

避難所を開設したケースはございませんでしたが、身の危険を感じ、速やかに安全

な場所へ避難することを希望される住民の皆様に対し、今回、自主避難所を開設さ

せていただきました。  

今後の自主避難所の開設につきましては、今回のケースを検証の上、適切なタイ

ミングを見きわめながら行いたいと考えております。  

３番目の御質問ですが、防災倉庫への進入路につきましては、昨年度、防災倉庫

西側の寺川堤防道路から防災倉庫へ車両等が進入できるよう整備をいたしましたが、

洪水時の対策につきましては、議員御指摘のとおり、多面的な災害に対応できるよ

う検討する必要があると考えております。  

また、防災備蓄品につきましては、これまで防災倉庫に一括して整備しておりま

したが、指定避難所開設時に避難された住民の皆様に迅速に提供できるよう、既に

水と毛布の一部は各指定避難所に分散しておりますが、今後は、食料も含めてさら

に各指定避難所へ計画的に配備を進めていく所存でございます。今後は、備蓄管理

を含め、災害時における生活関連物資の日常的な管理を継続的に実施したいと考え

ております。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   伊藤議員。  

４番議員（伊藤彰夫君）   町民の皆さんの身を守る防災関連情報は、迅速・的確に届か

なくてはなりません。これから取り組まれる防災行政無線のデジタル化再整備によ

って、本町の防災力がますます向上することを期待しております。  

自主避難所については、今回３名の方が避難されたとのこと。今後も安心して暮

らせるまちづくりの一つとして、大型台風の接近時や豪雨が予想されるときなどは、

早めに開設していただきたい。  

防災備蓄品は、いざというときに不足が生じないように、継続して管理していた
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だきたい。  

以上、質問を終わります。  

議   長（石田三郎君）   １番  松村定則君。  

１番議員（松村定則君）   １番  松村定則です。議長の許可を得ましたので、質問させ

ていただきます。  

水道管路更新についてであります。  

川西町に張りめぐらされた水道管の総延長は６万４ ,０９６メートルで、事実上、

どこに住んでも安全な水が供給されているわけです。しかし、水道管の多くが高度

経済成長期に布設されており、これらの水道管は耐震性が低く、震災時の安定供給

に課題があります。川西町内の耐用年数の４０年を超えている石綿管などの水道管

の延長は約２ ,３９０メートル。そこで、全ての水道管を更新するのに、担当課の

計画では１０年余りかかると伺っております。  

川西町では、昨年６月より県営水道の水圧で配水する直結配水となり、水道管へ

の圧力も変わっており、川西町の東の外れにある我が家の水道の圧力も、時間によ

っては強弱を繰り返しております。当然、地下に埋設してある水道管にも負荷がか

かっているものと思われます。いつ起こるかもしれない震災や大きな自動車の通行

などで地中にひずみが生じたとき、水道管の破裂やジョイント部分の損壊による漏

水、場合によっては道路の陥没や周辺地域への断水が懸念されます。  

今後の水道管路更新への取り組みについて、町長のお考えをお伺いいたします。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   松村議員の御質問、「水道管路更新について」にお答えいた

します。  

川西町における更新を必要とする水道本管としては、耐用年数を超えたもの及び

石綿管と考えております。それぞれの延長は、法定耐用年数４０年を経過したもの

が２ ,３９０メートル、このうち石綿管が１１５メートル含まれております。石綿

管としましては２ ,１１０メートル、合わせて更新が必要となる延長は４ ,３８５メ

ートルとなっております。  

水道は、住民生活に欠かせない重要な設備でございます。本町としましては、他

の管種に比べて強度が弱く、破損率の高い石綿管から水道管の更新等を進めている

ところでございます。  

また、磯城郡３町では、平成２８年度から水道事業の経営統合を進めております。

その中で、管路整備については、平成２９年３月に磯城郡水道広域化事業計画を作

成し、石綿管の布設替えなどについても経営統合による国庫対象補助事業を利用す

ることが可能となったため、事業を進めているところでございます。当該国庫補助

事業に当たっては、管口径が１５０ミリ以上であること並びに各町にまたがる管路

構成とすることが条件となります。この要件にのっとって、まずは広域連絡管理整

備事業として石綿管布設が替え延長２２４ .７メートルを平成２９年と３０年度で
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実施し、続いて基盤整備事業として石綿管布設がえ延長９０２メートルを平成３４

年度から３６年度で実施するよう計画しております。さらに、平成３６年度から３

８年度の広域連絡管理整備事業においては、三宅町と管路を結合するための布設が

え及び新設として延長５７０メートルを計画しております。  

この結果、本計画の実施によって、３８年度までの石綿管更新の進捗率は、石綿

管全体から見れば５３ .４％、管路全体から見れば２５ .７％を更新することになり

ます。老朽管などの更新については、水道事業会計の全体バランスを図りながら、

国庫補助などを利用しつつ、できる限り早期に進めていきたいと考えております。  

また、進捗状況については、現状の水道収入をベースに計画しているものでござ

いますので、今後は広域化による経費の節減や個々の水道利用者の御負担割合も考

慮しながら、さらなる管路更新の進捗を図っていきたいと考えております。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   松村議員。  

１番議員（松村定則君）   御回答ありがとうございます。順次計画をされているという

ことで安心しておりますが、その中で、使用料金、基本料金などの値上げにつなが

らないよう御配慮いただきまして、安心安全な水の安定供給に向けて、できるだけ

早いうちに完了できますようにお願いしておきます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   ３番  福西広理君。  

３番議員（福西広理君）   皆様、おはようございます。３番  福西広理でございます。

議長の許可を得ましたので、事前通告どおり３項目について質問させていただきま

す。  

まず初めに、本町職員の防災訓練等の実施状況等についてお伺いします。  

近年、地震や豪雨による災害が日本各地で頻繁に発生し、甚大な被害が出ており

ます。被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げるとともに、亡くなられた方々の

御冥福をお祈り申し上げます。  

河川に囲まれた川西町におきましても、いつ大きな災害が起きてもおかしくない

状況であり、地域住民の災害に対する意識も年々高まり、行政の防災対策や初動対

応への期待も大きくなってきております。  

私も議員就任当初から防災対策の強化についていろいろと議論を重ねてまいりま

したが、２０１７年３月議会定例会の一般質問において、本町職員向けの実践的な

災害時の図上訓練の実施を求め、町長から翌年度に実施を行うと御答弁をいただき

ましたが、次年度においても県や関連機関との調整がとれずに、実施できませんで

した。  

本年度においてもまだ実施されていませんが、今後の実施計画はどのようになっ

ているのか、お聞かせください。  

次に、今年の７月２２日に、本町文化会館の利用者の方が心筋梗塞のため心肺停

止状態になられるという事案が発生しました。そのときに、本町教育委員会の職員
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が、胸骨圧迫とＡＥＤを使用し、適切な救命処置を行い、その場で蘇生することが

でき、救急車、ドクターヘリへとスムーズに連携して病院へと引き継げた結果、そ

の方は一命を取りとめられ、現在は社会復帰されたと伺っております。  

突発的な事件に対し早急かつ適切に対処された職員に、敬意と感謝を申し上げま

す。  

本町役場には日々多くの来庁者があり、職員は、このような突発的な事故にも適

切に対応できるスキルが必要であると感じたところでございます。  

そこで、本町では、職員に対し救命講習の受講を推奨するなど、積極的にスキル

向上に向け取り組んでおられるのか、また、どれくらいの人数がこのような講習を

受講されているのか、お示しください。  

次に、大和中央道延伸に伴う川西町道の整備についてお伺いします。  

現在、本町を通る大和中央道の延伸計画が県の事業として進められていますが、

こちらの進捗状況をお示しください。  

また、この計画では、井戸橋から役場までの町道結崎梅戸線に接続する予定にな

っており、交通量の増加が予想されます。現在この道は、保田、唐院、梅戸、南吐

田地区の小学生の通学路となっておりますので、歩道やガードレール等の安全対策

を万全に行う必要があると考えますが、本町の整備計画について町長の御所見をお

聞かせください。  

３番目、当面の水道局跡地の施設の利活用についてお伺いします。  

本年４月から水道事業が県水一本化となり、業務が本庁舎に移転し、水道局の施

設が使用されていない状況となっております。水道局跡地の活用については、昨年

の９月議会において、企業誘致などを含め活用方法を検討していると町長よりお示

しいただきましたが、地下埋設物の問題等で先の見通しが立っていないのが現状で

す。  

そこで、水道局跡地の活用が正式に決まるまでの当面の間、使用されていない施

設・建物を民間企業や町内で起業を考えている方へ創業支援として短期的にでも貸

し出すことなどを検討し、町有財産を有効に活用すべきと考えますが、町長の御所

見をお伺いします。  

以上、御答弁、よろしくお願いいたします。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   福西議員の御質問にお答えいたします。  

今年の６月以降は、大阪府北部地震災害、西日本豪雨災害、北海道南西部地震災

害、また、台風につきましては例年より速いペースで発生しており、本町において

幸い大きな被害はなかったものの、各地では甚大な被害が出ている状況でございま

す。私からも、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げるとともに、亡くなられ

た方々の御冥福をお祈り申し上げます。  

議員もお述べのように、本町は多くの河川に囲まれ、水害対策についてはとても

重要なものと考えており、全国各地で発生する想定を超えた豪雨による災害につい
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て、本町においても特に危惧しているところでございます。また、町民の皆様にお

いても、多くの報道などで防災関連の被害情報を目の当たりにされていることから、

防災への関心も高くなっていると考えられ、防災行政の果たす役割が重要となって

きているところであると感じております。  

御質問の本町職員向けの図上訓練でございますが、昨年の１１月に実施すべく、

奈良県とも数カ月前から準備を進めてまいったところではございますが、御承知の

とおり、昨年の台風２１号の被害によって年度中の実施ができなくなったのが現状

でございます。  

本年度につきましても、年度当初より、本年度中の図上訓練実施に向け、奈良県

に申し込んでいるところではございますが、冒頭に申し上げましたとおり、大阪府

北部地震、西日本豪雨災害など、また、台風につきましては毎週のように発生し、

奈良県に災害をもたらしており、県担当部署との日程調整については、他市町村も

含め未確定の状態でございます。  

図上訓練については、特殊な訓練でもあり、県の指導のもと実施したいと考えて

おりますので、引き続き県と実施に向けた調整を図ってまいりたいと考えておりま

す。  

なお、本町職員への防災訓練などの実施につきましては、災害が多く発生する出

水期前に、昨年度の台風２１号の反省点を踏まえて、素早くどう動くか、何を基準

にどの体制に入るかなど、住民の安全を守るための行動を示した初動対応マニュア

ルを作成し、まず全職員に周知いたしました。そして、今年頻繁に訪れています台

風でその初動対応を実践し、身につけているところでございます。幸い、図上訓練

のような最悪の状況を想定した災害には至っておりませんが、職員といたしまして

は、貴重な実践を積んでいるものと考えております。  

次に、本町における救命講習への取り組みにつきましては、消防署等で実施され

る救命講習を全職員が受講できるように努めております。ＡＥＤ救命器具導入時の

際に全職員に向けて講習は行っておりますが、今後も定期的に受講していく体制を

整えたいと思っておりまして、特に、未受講者が１０名程度おるんですけれども、

その者については近々受講できるよう、手続を進めてまいりたいと考えております。  

今回の文化会館での事案では、その成果があらわれたことであると大変喜んでい

るところでございますが、これにおごることなく、今後もスキル向上に取り組んで

まいりたいと考えております。  

続きまして、大和中央道延伸に伴う川西町道の整備についてでございます。  

まず、大和中央道の延伸計画の進捗状況について、事業主体であります奈良県中

和土木事務所に確認しましたところ、現在、防災倉庫付近で文化財発掘調査が実施

されております。発掘調査終了後、県道天理王寺線から防災倉庫東側までの１６０

メートル区間の道路擁壁整備に着手するとのことでございます。  

道路整備用地買収状況につきましては、川西町内の５０名の土地所有者のうち１

２名と契約を締結され、平成３０年度は井戸地区、市場地区での交渉を進めている
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とのことでございます。今後の見通しとしては、井戸橋から寺川までの間で一部土

地所有者と面談できない状況にあることから、交渉が難航する見込みで、補償交渉、

関係自治会・関係者との協議等に時間を要することから、当該道路の開通年度の見

通しが立たないとのことでございますが、早期完成を目指しますとの回答をいただ

いております。  

当町といたしましても、奈良県に対し、大和中央道早期開通を強く要望するとと

もに、関係者協議等、県と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。  

町道整備につきましては、議員お述べのとおり、井戸橋から役場までの町道結崎

梅戸線は、各自治会の小学生の通学路であり、大和中央道延伸が完成した場合、今

以上の交通量の増加が想定され、道路を通行する小学生や住民が危険にさらされる

可能性が拡大すると想定されます。小学生の通学及び住民の歩行の安全を確保する

ためにも、歩道整備等、何らかの安全対策を講じなければならないと考えていると

ころでございます。  

現在、奈良県中和土木事務所と大和中央道整備にあわせ、町道との接続について

協議を実施しており、今後協議を行う中で町道の安全対策整備に協力いただけるよ

う、奈良県にお願いしていきたいと考えております。  

また、県との協議が整い、本町で町道を整備する必要が生じた場合、歩道整備等

の整備計画を策定し、安心安全なまちづくりに努めてまいる所存でございます。  

最後に、水道局跡地の活用につきましては、議員お述べのとおり、企業誘致など

を含め、活用方法を検討していきたいと考えております。しかしながら、具体的な

計画の段階ではございません。水道局跡地につきましては、基本的に跡地全体を利

用できるよう、地下埋設物の移転を含め、調査または県との協議を行ってまいりま

したが、移転に関しましては困難であると判断しております。  

旧水道局の建物といたしましては、４月移転の際に本庁舎に持ち込むことができ

なかった書類が一部保管されております。また、水道局として利用していた際の水

道施設の装置がそのままの状態でございます。この建物を仮に貸し出そうといたし

ますと、慢性的に手狭となっております本庁舎に書庫スペースを確保する必要があ

るとともに、水道施設内の各装置の処分など多額の費用が発生してまいります。議

員御指摘の町有財産の有効利用については、そのためにかかる費用対効果も含め、

しっかりと検討してまいりたいと考えております。  

以上でございます。  

議   長（石田三郎君）   福西議員。  

３番議員（福西広理君）   まず最初に防災図上訓練の実施についてなんですけれども、

２年前から実施する予定とおっしゃっていたにもかかわらず、いまだに奈良県との

調整がとれていないという理由で図上訓練を実施しないというのは、甚だ遺憾に感

じます。  

奈良県に頼らずとも実施できると考えますが、消防署や防災士会に依頼を行った

り、町独自で訓練を行う方法などを模索したりはしておられないのか、まずこの点
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について町長にお伺いします。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   図上訓練につきましては、お述べのとおり、実施はまだでご

ざいますが、防災は県との連携が必要となる場面が大きいため、昨年から県と調整

し、準備を進めてまいっており、現時点では、まずは県との実施に向けた取り組み

を第一に考えている次第でございます。今から新たに一から他団体と調整してまい

るより早期に実施ができるものと判断しているところでございます。仮に今年度の

図上訓練実施が厳しいといたしましても、同等の訓練と考えております初動対応訓

練を実践で数回実施しており、職員にとっては有効な本年度の訓練であると考えて

いるところでございます。  

ただ、議員からの御提案のとおり、防災士会等との調整も今後検討させていただ

きたいと考えております。  

いつ来るかわからない災害に向け、本町の防災対策が有効に機能できるよう、図

上訓練や初動対応訓練などを実施していけるよう、今後も努力してまいる所存でご

ざいますので、御理解のほど、よろしくお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   福西議員。  

３番議員（福西広理君）   防災図上訓練というのは、一度行えば身につくというもので

はなく、何度も訓練を重ねることにより、起こり得る被害の想定、状況の判断、必

要とする活動内容の意思決定、指示などの災害時の初動活動に最も必要なスキルが

身につくとされていますので、奈良県や関連機関の指導のもと、特殊な訓練を行う

ということはもちろん必要ですけれども、協力が得られない場合においても、本町

独自でできる範囲で訓練を実施していただき、防災に対する意識を高め、災害時に

おける町民の生命・財産の被害が最小限になるよう取り組んでいただきますことを

お願いしておきます。  

次に、救命講習の受講状況についてなんですけれども、職員中の未受講者が残り

１０名と御答弁いただきましたが、私の把握している限りでは、本町の取り組みに

より受講したのは、ＡＥＤを本庁舎に導入した１０年以上も前のことで、それ以降

は何の取り組みもされていないと認識しております。消防署等が行う救命講習の内

容、実施方法はほぼ毎年改定されており、２年に一度、最低でも３年に一度は再受

講することが好ましいとされておりますので、御答弁いただきましたように、定期

的に受講していく体制をきっちりと整え、職員のスキル向上に取り組んでいただく

ことをお願い申し上げます。  

次に、２番目、大和中央道延伸計画についてですけれども、一部所有者との交渉

が難航する見込みで、開通時期の見通しが立っていないとのことですが、これに関

し、引き続き小学生の通学、住民の歩行の安全を確保できる計画を進めていただき

ますよう、こちらもお願いしておきます。  

最後の３番目、水道局跡地の施設の利活用についてですが、現段階では跡地全体

の活用は地下埋設物の関係上難しいということは理解いたしました。しかし、建物



 

 

- 44 - 

部分に関しては利活用が可能であると考えます。施設内の装置などは今後使用する

ことは一切なく、いずれは処分しなければいけないごみであり、これを早いタイミ

ングで処分し、余ったスペースを書類の保管場所にとどめず、有効に活用すること

を検討すべきだと考えますが、活用方法等については、近年、地方公共団体で活用

され出しているサウンディング調査などを実施し、民間事業者が持っているアイデ

アやノウハウを取り入れていくということは検討されないのか、町長の御所見をお

伺いします。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   まずは救命講習の受講でございますが、議員がお述べのとお

り、ＡＥＤを本庁舎に導入した１０年以上前、平成１９年に一斉実施をしておりま

して、その後、平成２６年に未受講者を対象に再度実施をして、その後は実施して

いない状況でございます。今後につきましては、お述べのとおり、定期的に受講し、

職員のスキル向上に取り組んでまいりたいと思います。  

そして、水道局跡地の施設の利活用についてでございますが、お述べのとおり、

民間事業者から広く意見や提案などを求め、使用性の有無や活用アイデアを把握し

ていくことも有効かなと考えております。今後の検討の中で有効利用についての問

題点などを整理し、どのような方針で臨むべきか、議会の皆様方と協議させていた

だきながら結論を出していかなければならないと考えております。  

本町の財産ということは、町民の財産でございます。しっかりと検討しながら進

めてまいらなければならないと考えておるところでございますので、御理解のほど、

よろしくお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   福西議員。  

３番議員（福西広理君）   町有財産の有効活用という部分ですけれども、全国各地で空

家の問題などが顕著化してきており、本町でも空家問題に予算をつけて対策を行っ

ているところで、住民さんに対しても空き家対策セミナーの開催や広報誌への掲載

で、空家が放置されることなく有効に活用できる方法などを示しているところでご

ざいます。  

そんな中で、本町の財産である物件がまちの景観を損なうような負債物件となら

ないように、利活用に努めていただくことをお願い申し上げまして、私の一般質問

を終了させていただきます。  

議   長（石田三郎君）   １１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番  芝和也です。今般は、災害対策として、被災後の手

だて等に関してお伺いいたします。  

質問に入ります前に、今年の夏の大阪北部地震、そして西日本豪雨災害、また近

畿を通過いたしました２１号台風、そして先般の北海道を襲った地震ということで、

一連の自然災害を通しまして全国的に広く甚大な被害が生じたところでございます。

犠牲となられた皆さんに対しましてお悔やみを申し上げますとともに、被災者の皆

さんへのお見舞いを私からも改めて申し上げる次第でございます。  
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さて、今般の地震もそうですが、こうした自然の脅威に対して被害が最小限にと

どまるよう、さまざまに策を講じるべく、本町におきましても積年その取り組みが

進められてきているところでありますが、近年、被害の発生は、想定をはるかに超

える降雨量等により甚大な結果を生むに至っていることは、町長も御承知のとおり

であります。備えあれば憂いなしのごとく、打つべき策は多いにこしたことはあり

ませんし、それが防災の基本でもありますが、さきに発生しました大阪北部地震や

西日本豪雨災害の状況からしても、発生後の手だての充足具合で被災者への対応が

大きく分かれることとなることがうかがえます。  

本町の５カ所の指定避難所のうち、ふれあいセンターを除きまして、各体育館に

ついては空調設備は未整備でありますし、若干のポータブル機器の備えはあるもの

の、避難所の規模には合致していませんので、たまたま今年のような酷暑・猛暑の

もとで避難生活を送ることになった場合には、とてもやありませんが、日々の避難

生活に支障を来すことは容易に想像がつくところであります。  

また、地震関連では、今年の大阪の教訓からも、ブロック塀による被害が如実の

ものとなったことからも、現在各地ではそれに対応するべく、撤去や補強、フェン

ス等への取りかえ等々への手だてとして、費用の一部を補塡する取り組みが実施さ

れ、これらを通じて整備の促進が図られているところであります。  

この点、本町でも大いに教訓として、空調の整備やブロック塀の撤去等への補塡

策を講じて、今後に生きる備えが必要と考えますが、この辺の手だてにつきまして

いかに対応をなされていくのか、町長の御所見をお聞かせください。  

並びに、避難所に関してでありますが、仮設資材等の活用などで、懸案の床のか

さ上げの問題についてでありますが、今後に向けた方策について、あれば、その点

についてもお聞かせいただきたいと存じます。  

以上、御答弁、よろしくお願いいたします。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   芝議員の御質問、「災害対応について」にお答えいたします。  

災害対策については、議員御指摘のとおり、大阪北部地震や西日本豪雨災害のよ

うに想定をはるかに超える甚大な被害がもたらされている状況であり、より高度な

防災への対応が求められるようになってきていると感じております。  

御質問の空調整備につきましては、現在、ふれあいセンターを除く各体育館には

空調設備はなく、本町が防災資機材として保有するポータブルの機器では体育館全

体を冷やすだけの機能がないというのが現状でございます。しかし、全ての避難施

設に冷暖房設備を完備することは財政面の問題もあることから、暑さ対策について

は、空調整備を施しました公共施設も検討する必要があると考えております。また、

中央体育館の武道場については、来年度において空調設備を整える予定をしており

ますので、指定避難所開設時には御利用いただけるのではないかと考えております。  

ブロック塀の危険箇所については、現在、公共施設や通学路の調査を終え、危険

箇所への対策として、本議会へ補正予算を上程させていただいているところであり、
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住民への安全対策を行ってまいりたいと考えております。  

また、住民向けブロック塀の相談といたしましては、奈良県中和土木事務所建築

課が窓口となって行っており、本町でも８月広報で住民の皆様へ周知させていただ

いているところでございます。  

また、ブロック塀対策の補助金については現時点では考えておりませんが、近隣

の市町村の状況も注視していきたいと考えております。  

避難所における今後に向けた方策でございますが、床のかさ上げについては、昨

年にも申し上げましたとおり、川西小学校では体育館及び校舎棟を地盤レベルから

２メートルの浸水に対応しており、また、梅戸体育館につきましては、川西町洪水

ハザードマップにおいて、町内最大５メートル以上の浸水が想定される場合におき

ましても浸水想定外の地域に立地しております。それ以外の避難所の施設につきま

しては、容易に床などのかさ上げを行うことは難しい状況でありますことから、今

後、現状の避難所を再整備する場合においては、必要な防災対策を講じていかなけ

ればならないと考えております。  

今後とも住民の皆様の安全安心のため、日々発生するさまざまな災害に対応でき

るよう備えてまいりますとともに、現在保有している防災資機材や新たに購入する

資機材が有効に活用できるよう備えてまいりたいと考えております。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   まず、避難所の空調整備の関係についてでありますが、財政

面の関係で整備は厳しい、こういうことでございました。  

暑さとの関係なんですけれども、町長も御認識のとおり、災害というのはいつ起

こるかわかりませんけれども、たまたま今年の酷暑・猛暑のこういう真夏の時期に

起きて、かつ、台風が過ぎるそのときだけそこで過ごして、過ぎたらまたもとに戻

るという状態ではなくて、避難生活を余儀なくされるというような状況になった場

合、やっぱり避難所が生活の拠点となってまいります。  

そうした場合、暑さの中で現在の避難所が用を足せるというふうには考えにくい

ですけれども、まず、その辺について町長御自身の認識はいかがでありましょうか。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   近年の酷暑からすると、夏季の時期に災害が起きたときに、

避難所として皆様方が耐え得るのかどうかということでございますが、非常に厳し

い状況になるということはわかりますけれども、万一に備えての場合の体育館への

空調整備というのは、費用面と起こる確率等から考えて、整備すべきものかどうか、

この辺の判断は非常に難しいかなと考えておるところでございます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   整備をするにしても、それがいざ使う頻度から言うとどうか、

費用対効果という側面からのお話であったかなというふうには思います。  



 

 

- 47 - 

体育館は体育館として使いますから、整備されていても、それはそれで有効活用

には十分用を足すということやと私は考えますし、これまでは未整備でずっと来ま

したけれども、そういう体育館としての機能の側面に加えて、避難所で避難生活を

送るということからしますと、年次計画の中でそういう整備も視野に入れていく、

あるいは急場をしのぐということでありますから、そういう点で言えば、ポータブ

ル機器での対応、現状のレベルでとどめておくのではなくて、もう少し間に合う程

度に機器のストックを備えながら、一定程度補強して対策を持つ、この辺は早急に

手がけられるところかなと思うんです。  

そうしたことも含め、先の展望も見据えて、体育館での空調の整備、とりわけ中

央体育館はキャパも広いですし、避難所としてはそこが中心になってくる。避難生

活を送るとなりますと、まずは整備されたところへ来てもらってということにもな

りますから、そういったことも含めて、その辺のお考えはいかがでありましょうか。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   先ほども申し上げましたとおり、夏季に災害が起こる頻度・

確率と整備の費用との費用対効果等も考え、なかなか厳しいのかなと思っておりま

すが、体育館以外にも空調整備を施しました公共施設もございます。これは教育委

員会部局とも相談しなければいけないんですけれども、そういった施設もございま

すので、その辺で検討させていただきたいなと考えておる次第でございます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   すぐにどうのこうのという話にはなりませんが、検討の俎上

に乗せていただきながら、小学校体育館もしかりでありますが、それらも含めまし

て検討いただけたらというふうには思います。  

続いて、ブロック塀の撤去等の補助についてであります。  

県の取り組みに乗っていくということが中心で、個別の個人向けの手だてについ

ては近隣の状況を見ていくということでございましたが、被害そのもの、要するに

ブロック塀が被害をもたらすということについては、先般の大阪北部地震において

ほとんどの方が認識をされ、如実のものとなったと思います。  

この辺、町長御自身、そういった被害があることがわかっている、撤去というか

取りかえもせんなん、あるいは補強もせんなんということなんですけれども、そう

いうことに対して、防災、災害を未然に防ぐという観点からの手だてということに

ついて、ブロック塀がもたらす被害が如実のものになった時点での御認識はいかが

でありましょうか。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   先般の大阪北部地震におきまして、高槻のほうでプールのブ

ロック塀による女児の死亡事例もございましたとおり、ブロック塀の危険性につい

ては認識しておるところでございます。  

その観点から、公共施設につきましては早急に調査しましたし、通学路につきま
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しても調査を終えたところでございます。現在のところ、あの高槻で起きたような

高い高さのブロック塀は見当たらないということでございますので、今後も通学路

について、低いところでも大丈夫なのかどうかを検証していただきたいなと思って

おるところでございます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   早速、町の管理物件並びに子どもさんの通学路に関しては調

査をし、そして、町の管理物件においては、取りかえんとあかんものについては取

りかえの手だてということになっているわけでありまして、それはそのとおりで取

り組みの一環だというふうには私も思っておりますが、いずれにしても、ブロック

塀、特にあのことで皆さんが認識をしたのは、控えがあるのかないのかという話も

含めまして、大体誰もそんなことは想定していませんでしたけれども、あの地震以

来、ぱっと見たら控えがあるかないか がすぐわかりますので、そういう点では、

「これは取りかえとかんとあかんわ」というふうに感じられた皆さんにおいては、

既にもう手がけられている方もおいでであります。  

最初のときに申しましたように、そういった撤去に対して補塡する策を既に講じ

ている自治体も県内でも少なからず出てきている状況であります。危険がわかって

いて、やっぱり取り除いておくか支替えておくかということでそれに備えようとい

うことから、そういった取り組みは進められているものでありますが、するかせん

かという話では、まだするということにはなってませんけれども、そういうブロッ

ク塀の補強、撤去、更新、こういうことに関して補塡策を講じることで有効に働く

という認識は、町長御自身はどのようにお持ちでしょうか。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   先ほども申し上げましたとおり、公共施設については点検が

既に済んだところでございます。あと通学路の部分は民地になるわけでございます

が、こちらにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、広報において周知さ

せていただき、皆様方に危険については認識していただいておるところだと思って

おります。ブロック塀を所有している皆様方ついては、控えの設置とか、また取り

かえとか、ぜひ所有者自身で行っていただきたいと思っておりまして、先ほども申

し上げましたとおり、補助金などについては現時点では考えていないというところ

でございます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   それはそのとおりやと思います。町長のお考えは先ほど聞い

たとおりでありますが、危ないさかいに取りかえなあかんとか、自ら気づいた皆さ

んは既にもうやってはりますけれども、そういった手だてをすることで危険なもの

に対応できるようになる、こういうことに有効に働く、促進に役立つというふうに

思うか否か、その辺の認識について、もう一度お願いいたします。  
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議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   当然、補助金という形でお金がいただけるのであれば、幾ら

でも欲しいという方はいらっしゃると思うんですけども、あくまでも民地でのブロ

ック塀でございますので、所有者御自身で対応していただきたいと、現時点ではそ

のように考えておるところでございます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   現時点では手だてを打つことは考えていない、こう繰り返し

おっしゃっていることは聞いております。  

近隣の状況を見るということでもありましたし、横並びではないですけれども、

その辺の流れの中で取り組みをしていくか、あるいは判断してしていくか、その辺

の違いは出てくるかと思いますが、ここは策を講じることが役立つということは町

長御自身もそういうふうに認識されていると思いますので、ぜひ前向きに御検討い

ただきたいと存じます。  

それから、避難所の浸水に対する床のかさ上げですけれども、建物そのものの床

を上げたら体育館が体育館になりませんし、そういう点では、仮設舞台を設置する

というような意味合いからも、そういった仮設機材を事前に備えておいて、浸水に

対して備える避難所としての床を確保する、こういうことなんですけれども、いず

れにしても、浸水に対して避難指示を出して皆さんを避難所に誘導するわけで、そ

れは自治体として行政が生命をきちんと守っていくということから、避難指示とい

う呼びかけを自らの意思で行っているわけですから、その避難所として、それなり

の備えをでき得るすべで対応していくということは、備えておくべきものだという

ふうに考えます。最後に、その点はいかがお考えか。「避難所へ行ってください」

と誘導して、その避難所が浸水に対して備わっているのかどうかという、その辺 の

備えの部分に関してお伺いをいたします。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   本町で策定しております川西町洪水ハザードマップにおきま

しては、最悪のケースを想定しておるわけでございますけれども、それでは浸水に

対応できているのは小学校及び梅戸体育館というのが現状であるというのは一目瞭

然ではあるんですけども、それに対応してかさ上げするというのは、財政面も含め

非常に厳しい状況であるというのも、また一つの認識であると思います。  

先ほど議員がおっしゃいました仮設の設備、この辺に関しましては、また御意見

を賜りたいなと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   時間が来ましたので終わりますが、ぜひよろしくお願いいた

します。  

議   長（石田三郎君）   これをもちまして一般質問を終わります。  
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続きまして、日程第２、総括質疑に入ります。  

先日上程されました認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算に

ついてより、議案第４９号、川西町新防災情報システム整備工事請負契約の締結に

ついてまでの認定案３件、承認案３件、議案８件について一括議題といたします。  

去る１０日、当局より提案説明が終わっておりますので、これより総括質疑に入

ります。  

質疑通告により、１１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番  芝和也です。２９年度の一般会計決算並びに同じく

２９年度特別会計の国保と後期高齢者医療会計について若干お尋ねをいたします。  

まず、一般会計でありますが、福祉医療の取り組みについてであります。  

現在、国保加入者で子どもさんがおられるお家、その保護者に国保税の滞納が起

こったら、国保証が正規のものから短期証とか資格証とかに変わりますけれども、

そういう場合でも、高校生までの子どもさんに対しては正規の国保証がきちんと支

給されるということで、制度上実施されております。これは、子どもには必要な医

療が適切に受診できるよう措置されたものでありますけれども、福祉医療の精神と

も全く合致するものであると私は考えておりますし、行政のとるべき手だてとして

は至極当然の取り組みというふうに思っております。  

福祉医療の子ども医療費に関してでありますけれども、この点での年齢引き上げ

の議論は、町長との間では、当面は中学校までで対応したいということで、現状の

レベルまで引き上げてきましたので、その旨、これまでも繰り返しお述べでござい

ますが、今言いましたように、国保証の支給の趣旨からしましても、福祉医療の精

神と合致するものでありますので、この点、年齢の引き上げは高校卒業までがその

範囲と考えても妥当というふうに私は思っております。  

この点、町長御自身、検討の俎上にこれを加えていくという考えはあるかないか、

この辺について意向、御所見をお伺いいたします。  

それから、医療保険のことでありますけれども、これは、低所得者に対してどう

やって底辺を支えていくかということで、この間議論を重ねている問題であります

が、当該年度、２９年度は、医療保険の分野では、後期高齢者医療保険におきまし

て、所得割において５割軽減を受けていた方が、その方の状態は変わりませんけれ

ども、制度が２割引ということになりましたので、５割引やった方が２割引になり

ました。被扶養者やった方が後期高齢者に入られまして、それらの皆さんは均等割

は９割引やったんですけれども、それが制度が７割引に変わりました。そういうふ

うに、置かれている状態は変わりませんけれども、制度がそれぞれ９割引から７割

引、５割引から２割引というふうに変わったことに伴いまして、軽減適用範囲が縮

小されることとなり、医療費の自己負担ということでは膨らんだことになってしま

いました。  

そこで、これら医療費の負担軽減の手だてについてなんですけれども、町長とは、

この点では現行の法定制度で対応していきたいということで、手だてを独自にとる



 

 

- 51 - 

ということでは平行線でありますけれども、御承知のとおり、国保や後期高齢者な

ど加入者の皆さんで町長がおっしゃる対応している法定軽減の軽減対象になってい

る皆さんは、加入者全体で言えば、もう６割を超えているということは町長もよく

御承知のとおりですから、所得基盤として、やっぱり所得の低い皆さんが中心にこ

の医療保険に入っておられるということになりますから、そういう皆さんの手だて

をどうするのかということでありまして、軽減策は必要ではないかというふうに考

えているところであります。  

これらのことで、いずれにしても、その人の置かれている状態は変わりませんけ

れども、制度が変わったことによって、今までこの基準でＯＫやから軽減策を受け

られてましたけれども、制度が下がって制度より上になったので、そこには乗らん

ようになりましたということがこの年の出来事なんですけれども、これは当人の問

題ではなく、制度の問題で負担が膨らんだ、こういうこと以外の何物でもありませ

んが、その辺、町長御自身、制度の問題で負担が膨らんだという御認識はあると存

じますが、そういった制度変更に伴う影響についての町長の御所見をお伺いいたし

ます。  

以上、よろしくお願いします。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   まず、芝議員仰せの平成２９年度一般会計決算の福祉医療に

ついてお答えさせていただきます。  

子ども医療費の助成対象については、これまで、県の制度改正に準じ、中学生の

通院についても拡充等を行ってきたところでございます。また、現在、子ども医療

費の助成のうち、未就学児の医療費助成について償還払い方式から現物給付方式へ、

平成３１年８月診療分からの実施に向け、システム改修や条例改正を行う準備を進

めているところでございます。  

そこで、子ども医療費の助成対象を高校卒業また二十歳までとしているのは、平

成２９年８月１日現在では、県内３９市町村のうちで６町村となっており、大半の

市町村では県基準に合わせております。  

本町といたしましては、さきに述べました未就学児の現物給付方式への改正を予

定していることから、当面は県基準に準じて進めていきながら、近隣市町村の動向

や住民からの要望などに注視していきたいと考えております。  

次に、国保並びに後期高齢者医療についてでございますが、後期高齢者の保険料

の所得割につきましては、平成２９年度は基礎控除後の総所得金額等が５８万円以

下の方については、現行の５割軽減から２割軽減に、また社会保険や組合保険等の

被扶養者であった方については、特例措置として当面行われている均等割の軽減措

置の軽減割合が現行の９割から７割へと見直しがなされたことで、一部の被保険者

の方には負担増になることになりますが、被保険者数の伸びや医療費の伸びを勘案

して制度を持続するための改正であり、制度自体の後退ではないと考えておるとこ

ろでございます。  
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国保も後期高齢者医療も、県単位化・広域化により県内市町村全てが足並みをそ

ろえて取り組んでいくことが大切であり、今回御質問の医療費の負担軽減策につき

ましては、一市町村だけが独自に講じる問題ではないと考えておりますので、町と

しましては何らかの策を講ずる考えはございません。  

以上でございます。  

議   長（石田三郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   子ども医療費は、町長が仰せのとおり、現状はそういうこと

ですし、現物給付化も長年の議論の積み重ねの中から取り組みが進められている問

題であります。子ども医療費も、現行は町長仰せのとおり、中学校卒業までを県も

実施しましたので、それに伴って奈良県下は皆そういうことになりましたけれども、

本町の場合ですと、県がまだ就学前までの時点において、諸般のことも考えて小学

校卒業までの児童を対象にした手だてへと、まずは先に踏み切っていますし、そう

いう点では先駆けの動きをつくってきているというのも、これまたこれまでの議論

の積み重ねの中で取り組んできた取り組みにもなってきているところであります。  

そういうことからも、町長としては周りの状況を見ながら、全体として足並みを

そろえていくということでありますが、当面は県基準でいきたいということであり

ますが、子どもの国保証の支給の観点で言えば、やっぱり適切な医療をきちんと子

どもに受けさすということで、親の状態とは関係なく、制度上きちんと保障してい

る問題でありますから、医療を受けるということに関しては、地域社会が育ててい

くという取り組みをしていっても、今日の社会の生育状態といいますのか、今日の

社会の状況からすると、もうみんなで支えていくという観点になってきているもの

というふうに考えます。  

町長御自身、実施に向けてはなかなか踏み切れませんけれども、そういった子ど

もの医療を支えていくということについては十分にお考えをお持ちかと思いますが、

その辺のところ、社会全体で次代の担い手の子どもを支えていくということに関し

てはいかがお考えか、その点についてお伺いをしたいと存じます。  

それから、医療制度のことであります。負担軽減について、これは制度上の問題

ですので、どうしようもないところは十分にありますけれども、特例措置とはいえ、

もともとは９割引でええよということでしていたわけでありますし、それも、均等

割で言えば、組合保険とか社会保険の被扶養者の方が後期に入ってきたときに、均

等割に対しては９割引でええよと、こういうことであります。扶養者というのは、

御承知のとおり、所得が一定水準までの方が扶養できますけれども、それを超えた

ら扶養できませんから、医療保険の観点で言いますと、それぐらいの収入の方まで

は軽減対象にしてあげたらええやんかというのが保険者の趣旨、制度上の趣旨やと

いうふうに私は思います。それを、本来ですと全体をそのぐらいの収入までの方を

その軽減策を充てていこうというふうに上げていくのが制度の問題であるというふ

うに思うんですけれども、制度のほうはそうと違いまして、その制度の９割までま

けてあげるよと言うてるやつを７割引に下げるという話でありますから、その人の
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置かれている状態が、もともとは「あなたの収入ですと、そこまでまけてあげます

よ」と言うてたやつを、周りと同じように、扶養者でない人と同じように７割引に

引き下げるという話になりますので、その人の負担軽減を、基準を下げて負担軽減

から除外するというのがこの制度の問題だというふうに思います。  

その辺、制度上の問題について、町長としては制度としてはどうお考えか。いつ

も言うてはりますように、それはそれで持続可能な制度ということで仕方がないと

いう見方をされるのか、制度としては、やっぱり全体を引き上げて底辺を支えてい

くように制度のレベルを引き上げていくのか、その辺については町長はどういう視

点、視野をお持ちか、重ねてお伺いいたします。  

議   長（石田三郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   まず、子どもの医療につきまして社会全体で支えていくとい

う考え方はないのかというような趣旨であったかと思いますが、従来、未就学児ま

での医療費助成で対応していましたところを、２年前に中学卒業までという形で県

下一斉に拡大してきたわけでございます。議員がお述べの高校生までが子どもの範

疇に入るのではないかということではございますが、高校生ぐらいになると、医療

を使う機会も少なくなってきておりますし、まずは義務教育の期間である中学生ま

でというのが妥当な水準なのかなと考えております。  

さらに言えば、保護者の立場からしてより強く求めていらっしゃるのが、償還払

い方式から現物給付方式への変更というところでございまして、これは長年議員と

も話をさせていただいたところであったと思うんですが、ようやく各首長からの要

望もつながり、来年８月の診療分からは実施できる見込みとなっておりますので、

まずはこちらのほうでしっかりと対応していきたいと考えておる次第でございます。  

次に、国保、後期高齢者医療の件でございますが、従来から申し上げております

とおり、制度を維持していくために必要な措置だと考えておりますし、従来の軽減

策が特例的な措置であったわけで、それが本則に合わせていく形になるということ

でございますので、制度を維持していくに当たってはやむを得ない措置ではないか

なと考えております。一方で軽減対象者の拡充も図られているわけでございますの

で、それも含めましてやむを得ない措置ではないのかなと考えておる次第でござい

ます。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   これをもちまして総括質疑を終わります。  

以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。  

本日の会議は、これをもって散会といたします。ありがとうございました。  

（午前１１時４２分  散会）  
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総務建設経済委員会議事日程 

        
平成 30 年 9 月 13 日(木) 午前 9 時 開議 

   

日程第１ 認定第１号 平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算について 

 
<一般会計> 

    

  
歳出 款１ 議会費 

    
P. 38～ 39 

   
款２ 総務費 

    
P. 39～ 55 

   
款５ 農商工業費 

   
P. 77～ 81 

   
款６ 土木費 

    
P. 81～ 88 

   
款７ 消防費 

    
P. 88～ 91 

   
款８ 教育費 

    
P. 91～112 

   
款９ 公債費 

    
P.112～113 

   
款 10 諸支出金 

    
P.113 

 

   
款 11 予備費 

    
P.114 

 

  
歳入 上記関係歳入 

    
P. 10～ 

 

 
<住宅新築資金等貸付事業特別会計> 

 
P.193～199 

日程第２ 認定第２号 平成２９年度川西町水道事業会計決算について 

日程第３ 認定第３号 平成２９年度川西町下水道事業会計決算について 

日程第４ 承認第７号 平成３０年度川西町下水道事業会計補正予算の専決処分について 

日程第５ 承認第８号 川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

日程第６ 議案第 42 号 平成３０年度川西町一般会計補正予算について 

  
歳出 款２ 総務費 

    
P.12 

 

   
款５ 農商工業費 

   
P.13 

 

   
款６ 土木費 

    
P.13～ 14 

   
款８ 教育費 

    
P.14～ 15 

  
歳入 上記関係歳入 

    
P. 9～ 

 
日程第７ 議案第 45 号 川西町総合計画審議会条例等の一部改正について 

日程第８ 議案第 47 号 川西町税条例等の一部改正について 

日程第９ 議案第 49 号 川西町新防災情報システム整備工事請負契約の締結について 

 

閉会 12時 28分   
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出席委員 
              

                  

 
委員長 松本 史郎 

 
副委員長 芝 和也 

  

 
委 員 中嶋 正澄 

 
委 員 

 
石田 三郎 

 

 
委 員 安井 知子 

 
副議長      福西 広理 

                

                  
説明のために出席した者 

        

                  

 
町 長 竹村 匡正 

          

 
副町長 森田 政美 

          

 
総務担当理事   西村 俊哉 

      

 
総務課長 

 
 石田 知孝 

        

 
総合政策課長   山口 尚亮 

        

 
税務課長 西川 直明 

        

 
債権管理課長 〃 

        

 
事業課長 中川 辰也 

        

                  

 
教 育 長     山嶋 健司 

        

 
教委事務局長   奥 隆至 

        

 
事務局主幹   深澤 達彦 

        

                  

 
会計管理者 福本 誠治 

        

                  

職務のために出席した者 
        

                  

 
議会事務局長 安井 洋次 

        

 
議会事務局 

 
松本 雅司 

        

                  
欠席委員及び職員 

          

                  

 
委 員  森本 修司 
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厚生委員会議事日程 

平成 30 年 9 月 14 日(金) 午前 9 時 開議 

   

日程第１ 認定第１号 平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算について 

 
<一般会計> 

    

  
歳出 款２ 総務費 

 
項３戸籍住民基本台帳費 

 
P. 51～ 53 

   
款３ 民生費 

    
P. 56～ 71 

   
款４ 衛生費 

    
P. 71～ 77 

   
款５ 農商工業費 項２商工費．目１商工総務費 P. 80 

 

  
歳入 上記関係歳入 

    
P. 15～ 

 

 
<国民健康保険特別会計> 

  
P.119～151 

 
<後期高齢者医療特別会計> 

  
P.152～163 

 
<介護保険事業勘定特別会計> 

  
P.164～192 

日程第２ 承認第６号 平成３０年度川西町一般会計補正予算の専決処分について 

日程第３ 議案第 42 号 平成３０年度川西町一般会計補正予算について 

  
歳出 款３ 民生費 

 
項１.社会福祉費 

 
P.12 

 

       
項３.人権施策費 

 
P.12～ 13 

   
款４ 衛生費 

 
項１.保健衛生費 

 
P.13 

 

  
歳入 上記関係歳入 

    
P. 9～ 

 

日程第４ 議案第 43 号 平成３０年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について 

日程第５ 議案第 44 号 平成３０年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について 

日程第６ 議案第 46 号 川西町地域福祉基金条例の一部改正について 

日程第７ 議案第 48 号 川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

            

         
閉会   ９時 43 分 
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出席委員 
            

                

 
委員長 今村 榮一 

 
副委員長 松村 定則 

 
委 員 大植 正 

  
委 員 伊藤 彰夫 

 
委 員 寺澤 秀和 

 
委 員 福西 広理 

 
議 長 石田 三郎 

        

                

                

説明のために出席した者 
      

                

 
町 長 竹村 匡正 

        

 
副町長 森田 政美 

        

 
総務担当理事 西村 俊哉 

      

 
総務課長 

 
石田 知孝 

      

                

 
住民保険課長 大西 成弘 

     

 
健康福祉課長 吉岡 秀樹 

 

 
長寿介護課長 岡田 充弘 

     

                

 
会計管理者 

 
福本 誠治 

     

                

職務のために出席した者 
      

                

 
議会事務局長 安井 洋次 

      

 
議会事務局 

 
松本 雅司 

      

                
欠席委員及び職員 
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平成３０年川西町議 会 

第３回 定 例 会 会 議 録 

 

 

（  第  ３  号  ）  

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年  ９月２１日  
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平成３０年川西町議会第３回定例会会議録 (再 開) 

 招集年月日   平成３０年９月２１日 
 

 招集の場所   川 西 町 役 場 議 場 
 

 開 会        平成３０年９月２１日   午前１０時 宣告 
 

 出 席 議 員      １番  松村定則     ２番  安井知子    ３番   福西広理  
 

  ４番  伊藤彰夫     ５番  石田三郎    ６番   今村榮一  
 

  ７番  松本史郎     ８番   寺澤秀和    
 

  10番  中嶋正澄    11番   芝  和也   12番   大植  正  
 

 欠 席 議 員        ９番  森本修司 
 

 地方自治法第   町 長 竹村匡正               副町長 森田政美 
 

 121条の 規定   教育長 山嶋健司           総務担当理事 西村俊哉 
 

 により説明の  教委事務局長 奥 隆至      会計管理者 福本誠治  
 

 ため出席した 総務課長 石田知孝       総合政策課長 山口尚亮 
 

 者の職氏名  税務課長 西川直明     事業課長 中川辰也  

  健康福祉課長 吉岡秀樹   住民保険課長 大西成弘 
 

   長寿介護課長 岡田充浩 
 

    
 

   監査委員 出席なし 
 

 本会議に職務 議会事務局長  安井洋次 
 

 のため出席し モニター係  篠原愛子  
 

 た者の職氏名          
 

 本日の会議に   別紙議事日程に同じ 
 

 付した事件  
 

 会 議 録 署 名         議長は会議録署名議員に次の２人を指名した 
 

 議員の氏名      ２番 安井 知子 議員 ３番 福西 広理 議員 
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川西町議会第３回定例会（議事日程） 

   
平成３０年９月２１日（金）午前 10 時 00 分再開 

   
日程 議案番号 件           名 

      

      

第１    委員長報告   

             認定第１号～３号 

            承認第６号～８号 

                    議案第４２号～４９号 

      

  

 

 質疑・討論 

      

     採決 

      

      

  （追加日程）   

      

第２ 報告第 11 号 専決処分の報告について 

      

第３ 議案第 50 号 平成 30 年度川西町一般会計補正予算（第４回）について 

      

第４ 発議第３号 ２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議について 

      

第５ 発議第４号 奈良県医療費適正化計画における「地域別診療報酬」活用検討の撤回

を求める意見書について 

      

 

 



 

 

- 62 - 

（午前１０時００分   再開）  

議   長（石田三郎君）   皆さん、おはようございます。  

これより平成３０年川西町議会第３回定例会を再開いたします。  

ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって議会は成立い

たしましたので、これより会議を開きます。  

日程第１、委員長報告を議題といたします。  

お諮りいたします。  

去る１０日の定例会において上程されました日程第４、認定第１号、平成２９年

度川西町一般会計・特別会計決算についてより、日程第１７、議案第４９号、川西

町新防災情報システム整備工事請負契約の締結についてまでの認定案３件、承認案

３件、議案８件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございません

か。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、一括議題といたします。  

それでは、ただいまより、各委員会の審査の経過並びに結果について、順次委員

長の報告を求めます。  

総務建設経済委員長、松本史郎君。  

総務建設経済委員長（松本史郎君）     議長の御指名をいただきましたので、総務 建設

経済委員会を代表いたしまして委員長報告をいたします。  

当委員会は、平成３０年９月１３日に開催し、当委員会に付託されました各議案

について、当局から詳細な説明を受け、慎重に審議をいたしました。  

まず、決算の状況につきまして、認定第１号、「平成２９年度一般会計・特別会

計決算」についてであります。  

委員より、年金受給者が年金を担保に借り入れを行い、その返済がある場合の年

金差し押さえの考え方について質問があり、当局より、「国税徴収法施行令の給与

等の差押金額計算表に基づき差額を決定しているので、最低限の生活費については

考慮されていると考えている」との回答がありました。  

続いて、委員より、分納誓約に係る督促状について質問があり、当局より 、「生

活事情に応じて、納期内納付ができない旨の相談を受けた場合は、町として配慮し、

ケース・バイ・ケースで分納による納付指導を行っている。その中で、納付期限が

過ぎた場合には、地方税法上の制約があるので、滞納者として取り扱いをしている。

よって、分納誓約どおりに納付いただいている方においても納付期限が過ぎた額に

ついては督促状を発送している」との回答がありました。  

次に、委員より、地方消費税交付金の社会保障費財源化分の取り扱いについて質

問があり、当局より、「必要な社会保障費は予算上確保している。決算上において

も当該社会保障財源化分以外にも多くの一般財源が充当されていること及び社会保

障費そのものが増加傾向であることを見れば、適正な状況であると考える」との回

答がありました。  
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続いて、委員より、「公会計化したことによる給食費の徴収率並びに教職員の負

担軽減について」との質問があり、当局より、「徴収率は、川西幼稚園については

平成２８年度、平成２９年度ともに１００％である。川西小学校においては、現時

点で平成２８年度は９９ .６％、平成２９年度１００％となっている。教職員の負

担軽減としては、通知、連絡、徴収事務について学校事務職員及び学校管理職の負

担の軽減とはなったが、その分は教育委員会事務局職員がかわって担うことになる

ことから、事務局としては事務負担増となっている」との回答がありました。  

続いて、委員より、「コミュニティバス使用料について、前年度より収入が減少

している。利用状況についてはどうか」との質問があり、当局より、「平成２９年

度においては年間８ ,０２５人で、平成２８年度と比較して５１２人の減少、１日

当たり１ .７人減少している」との回答がありました。  

続いて、委員より、「高齢者が増加する中で、コミバスを利用していただく方策

について」との質問があり、当局より、「利用者の減少要因としては、平成２９年

１０月の天理いちょう号との接続に伴い、運行ダイヤを変更したことによると考え

る。また、主なコミバス利用者が高齢者であるので、病気など何らかの理由により

利用が減少したと考える。今後の利用者増加の方策としては、現在のバスが運行し

ていない時間帯に保田・唐院方面に運行するダイヤ改正を行うこと、そして、井戸

バス停を新設することで利用増を考えている。これらの件については、既に地方公

共交通会議で承認を得ている。しかし、新設するバス停が水路の橋の上となること

で、天理警察より転落防止策が必要との意見があり、転落防止整備を実施し、来年

１月を目標に、バス停設置とあわせて運行ダイヤ改正に取り組む予定である。また、

免許証の自主返納を促すなど、利用者が増加するよう広報活動を実施する」との回

答がありました。  

また、委員より、天理市いちょう号接続による現状と、メリット、デメリットに

ついて質問があり、当局より、「いちょう号の結崎駅の乗降者数は１０カ月で１ ,

６００人、大半は天理市民。川西町民は、天理市内施設に３名の方が利用されてい

る。デメリットとして、さきに述べたいちょう号の駅発着時間に合わせて川西こす

もす号のダイヤを改正したことによる利用者の減少並びに駅北口バス停での５分間

停車など、利用者への不便性が考えられる。メリットとしては、駅整備による利用

者増で、町の活性化、本町の魅力の増進並びに本町への移住希望につながればと考

える。また、駅周辺の事業者にとってもメリットがあると考える」との回答があり

ました。  

次に、委員より、「ふるさと応援寄附金について、当初予定額以上の寄附があっ

た要因及び平成２９年度本町より他市町村に流出した額について」との質問があり

当局より、「寄附額増額の要因として、前年度までは納付が不便であるという意見

があったため、平成２９年度よりクレジット決済を導入したことにより増額となっ

たと考える。また、平成２９年度中に本町住民から他団体に寄附された額は、寄附

額２ ,４６０万円、寄附控除額９６０万円であった」との回答がありま した。  
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続いて、委員より、「総務省が、返礼品割合が３割以上の団体等に当該制度の対

象としない旨の発表を行ったが、本町も返礼品割合を３割に見直すことによる本町

の今後の取り組みへの影響、考え方について」との質問があり、当局より、「９月

１日より返礼品割合を５割から３割に見直した。３割になることで、同じ返礼 品を

扱う他団体もあることから、寄附額が減少することも考えられる。使い道について

は、小学校新入学児童制服支給事業への充当は決めている。それ以外は明確な目的

事業を周知していない。使い道の目的となる事業を周知することで寄附の増額を図

りたいと考えている。また、ふるさと納税を通して川西町を知ってもらうことが重

要であると考えるため、ふるさと納税サイトを増やし、川西町の魅力を発信しなが

ら寄附額の増加に努めたい」との回答がありました。  

次に、委員より、「平成２９年度川西町普通会計決算の特徴に記載された職員数

の減少及び業務改善により人件費が昨年度より減となったとあるが、当局としては、

その減となった要因は何であると考えるか、また、昨年度改正した川西町職員定数

条例や職員不足を補う非正規職員の雇用など、政策的なものの影響もあると考えて

いるのか」との質問があり、当局より、「主には、年度途中で退職者が３人出たこ

とによる影響が大きいが、政策的なものの影響もあるのではないかと考えている」

との回答がありました。  

続いて、委員より、「賃金単価について、奈良県の最低賃金が８１１円に改定さ

れたが、その最低賃金で１日８時間、週に５日、４週間働いたとして単純計算する

と、１カ月当たり１２万９ ,７６０円となる。それに対して役場の大卒の時給は、

計算すると約１ ,１２０円となっている。この賃金差から最低賃金の８１１円をど

う思うのか」との質問があり、当局より、「正規職員とアルバイト職員では、仕事

の内容や責任の度合いなど勤務状況に違いがある。このことから考えると、それ相

応の差があっても問題はないとは考えている」との回答がありました。  

それに対して委員より、賃金と人の暮らしの水準は、とても関係性が深いと考え

る。今後、役場で賃金などについて考えていく場合においては、人の生活に大きな

影響を与えるということも視野に入れながら、雇い方や配置を考えていってもらい

たい」との意見がありました。  

次に、委員より、「決算上で行政評価構築業務委託が見当たらないが、必要な検

証委託と考えるが、評価の構築業務は職員自ら行っているのか、評価を行わないの

か」との質問があり、当局より、「担当職員自ら取り組んでいる。他市町村の検証

事例、情報をもとに、検証シートの作成、検証方法を検討し、各課が検証シートに

記入の上、９月及び１０月に検証会議を開催する予定である。まちづくり・安心部

門と福祉・教育部門の２部門に分かれて施策の外部評価委員による検証を実施す

る」との回答がありました。  

次に、委員より、外部評価委員と評価結果の報告について質問があり、当局より、

「まちづくり・安心部門に大学教授や土木事務所長等、福祉・教育部門に保健所所

長や弁護士などを委員に委嘱している。１２月議会において検証結果の報告をさせ
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ていただきたい」との回答がありました。  

次に、委員より、「空家対策についての取り組みとして、空家バンク登録や空き

家コンシェルジュによる相談等を実施されているが、その結果について」との質問

があり、当局より、「空家コンシェルジュの活動によって、平成２９年空家バンク

登録件数６件、平成２８年度と合わせて８件の登録があり、そのうち成約件数４件

となっている。空き家相談業務については、所有者相談１３件、利用者相談１５件、

有効相談１９件にコンシェルジュが対応した。空家コンシェルジュは、相談を受け

ると現地に赴き物件調査を実施し、空家バンクの登録手続を行う。調整区域では空

家の売買や活用が困難な状況の中で、コンシェルジュが相談を受けて、活用等につ

いて所有者とともに検討している。空家コンシェルジュの取り組みは、空家対策に

一定の成果を上げているものと考えている」との回答がありました。  

次に、委員より、「企業立地奨励金制度について、要件を緩和し、個人事業者が

活用できる制度にする考えはないのか」との質問があり、当局より、「条例に適用

しない事業者に対する制度改正や方策は考えていない。雇用を生み出す企業を積極

的に誘致したいと考えている。雇用を生み出す企業は、土地・建物・機械にある程

度の規模での投資が必要になり、その投資の一部を支援することで企業の立地を促

進していきたいと考えている」との回答がありました。  

次に、委員より、「改良住宅の今後について、最終的な目途及び現状はどうか」

との質問があり、当局より、「平成２８年度に住宅審議会を立ち上げ、平成２９年

３月の答申により、入居者の改良住宅退去に伴う新規入居は行わない。また、名義

人の死亡等による住宅継承は配偶者までとし、現に同居している子が引き続き入居

を希望する場合は、みなし公営住宅として管理する」との回答がありました。  

続いて、委員より、改良住宅の払い下げについて質問があり、当局より、「払い

下げにおける国の基準条件が厳しく、建物６００万円程度に路線価算定による土地

代金を上乗せすることとされているため、価格において買い取り希望者と大きな隔

たりがあると考えている」との回答がありました。  

さらに、委員より、「国の定める払い下げ要件の制約はあるが、払い下げは有効

な方法と考えるので、可能となるよう検討できないのか」との質問があり、当局よ

り、「やり方としてはいろいろな方法があると思われるので、研究していきたい」

との回答がありました。  

また、委員より、「公営住宅の管理戸数について、どのように考えていくのか」

との質問があり、当局より、「奈良県下、市町村の保有する公営住宅や人口数、今

後川西町の人口が減少していくのであれば、それに見合った数があると思われるの

で、審議会等を通して決めていきたい」との回答がありました。  

次に、委員より、「川西町の場合、在住在勤の要件があることから、門戸が狭く

なっている。近年、他の自治体では、公営住宅の要件に見合う新婚層や若年層向け、

子育て世帯向けなどに住宅補助等の政策を絡めている。定住してもらえるような人

口ビジョンとあわせた取り組みはできないか」との質問があり、当局から、「住宅
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補助を実施している市町村は、公営住宅の不足により、民間賃貸住宅を借り上げ、

公営住宅として取り扱うため、家賃も公営住宅の家賃算定となるので、実勢家賃と

の差額を負担していると思われる。川西町では、民間賃貸住宅の借り上げをするこ

とはないので、公営住宅家賃補助については考えていない」との回答がありました。  

次に、委員より、「副担任制、少人数学級における臨時講師賃金を例年どおり支

出されているが、その結果・検証について」との質問があり、当局より、「副担任

制や少人数学級編制は、学力向上のみを主眼としたものではなく、教職員が児童一

人一人によりきめ細かな指導・配慮ができるように配置しているものである。特に

新１年生においては、いわゆる小１プロブレムの軽減、安定した学級運営を行える

ことを主眼として配置を行っている。担任が授業中、児童が集中を切らさないよう

副担任が巡視等を行い、支援をすることで、教科指導が行き届くことにつながり、

また、できるだけ宿題やノートをその日のうちに点検し、返却を行っていくことな

どは、保護者と連携したきめ細かな指導にもつながることとなり、学力の底上げ、

規律の醸成にも一定の効果を生み出しているものと考えている。このようなことか

ら、副担任制、少人数学級編制については続けていくことが必要なものと考えてい

る」との回答がありました。  

また、委員より、「数値としての学力向上につながっているという検証が必要で

は」との質問があり、当局より、「この件については、学力が向上したというベー

スをどこに置くのか、数値については県等との学力テストの差異を考えられている

と思うが、現在、統一したものは６年生の学力テストしかない状況から、学力向上

についてどのような尺度をもって判断していくのかは難しい状況である」との回答

がありました。  

続いて、委員より、「学校では指導方法について研究をさらに進め、学習におい

ては児童間の競争意識の醸成を図っていくことで学力向上につながるのでは」との

質問があり、当局より、「教育については学校や教職員だけでできるものではなく、

保護者の協力なくしては成り立たず、調査結果においても、計画を持って学習でき

ていないことから、家庭における普段のかかわりも必要不可欠であると考えてい

る」との回答がありました。  

次に、委員より、「子どもの貧困の対応策としての就学援助対象が１０年前に比

べて２０名近く増加しているが、社会背景における家庭の収入所得の伸び悩みに比

例しているように思うが、今後の方策について」との質問があり、当局から、「ど

ういう教育を受けてきたかによって、社会に出たときに差が出ているようにも思え

ることから、できるだけ公平な教育を受けられるように検討はしてまいりたいと考

えている。給食費の一部助成等については、要保護・準要保護世帯については公費

支給されていることから、対象としで考えられるのは、いわゆる境界層についてと

いうことになるが、これについては給食費は原材料費のみの徴収となっていること

等から、今後の近隣市町村の状況なども参考に検討してまいりたい」との回答があ

りました。  
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次に、委員より、「住宅新築資金等貸付事業特別会計決算について、調定と比較

して収入が少ないという事象については、従前から予算・決算で議論を重ねている

ところであるが、償還の状況等についてどう考えるのか」との質問があり、当局よ

り、「現在のところ、住新組合に徴収を依頼しており、その間については、さらに

返済額の増額が得られるよう組合から債務者に向け交渉いただき、また、町に償還

業務が戻ってきたときについても、その方の収入状況・生活状況を見ながら返済額

の増額をお願いし、早期の回収を進めていきたい」との回答がありました。  

続いて、委員より、住宅新築資金等貸付事業の回収状況を説明する時期について

質問があり、当局より、「従前のとおり変わりはない」との回答がありました。  

以上の審議をもちまして、認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計

決算における当委員会所管分については、提案どおり認定いたしました。  

続きまして、認定第２号、平成２９年度川西町水道事業会計決算についてであり

ます。  

委員より、「県水の１００％化が始まりましたが、従前の説明では、水の製造コ

ストと県からの購入コストの比較において、ほぼ変動はないとのことであった。経

理状況の説明で収益的支出の増加要因として、県水転化による費用の増加によるも

のとされているが、県水への切りかえによってコストが上昇しているように思える。

全体としてどのような状況にあるのか」との質問があり、当局より、「水の購入価

格については使用水量により変動はあるが、施設の維持費については不用となるの

で、費用の増加分については補えるものと考えている」との回答がありました。  

続いて、委員より、水道料金過年度の未収についての回収見通しについて質問が

あり、当局より、「過年度未収金については、分納誓約や臨戸徴収により行ってお

り、原則、請求等は続けて実施している。今般の居所不明による不納欠損報告のよ

うな事例は起こり得るが、全体としての把握はできていない」との回答がありまし

た。  

さらに、委員より、「行政サービスの考え方について、水道サービスと一般行政

サービスは同じと考えるか」との質問があり、当局より、「違うと考えている。水

道料金については、利用に応じて供給しており、独立した会計が相応しいと考えて

いる。一般会計は利用に関係がないところもあるので、別と考えている」との回答

がありました。  

以上の審議をもちまして、認定第２号、平成２９年度川西町水道事業会計決算に

ついては、提案どおり認定いたしました。  

続きまして、認定第３号、平成２９年度川西町下水道事業会計決算についてであ

ります。  

委員より、「下水道事業会計においては、従前の使用料を保つべく一般会計から

の繰り入れをしているが、結果として、料金の高騰を防ぐ手だてとしているものか。

また、下水道料金の徴収手数料については必要か。上下水道において、川西町が営

んでいるので、預かり金に係る手数料はなくせないのか」との質問があり、当局よ
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り、「繰入金については、料金調整のためである。徴収手数料については、会計が

別であるので、必要。また、料金体系も別のため、明確に分ける必要がある。当該

手数料は、料金徴収する内容、費用の負担割合、収入状況及び事務量に応じて分け

る必要があり、片方に偏ると不公平が生じるので、明確に分けるべきと考えてい

る」との回答がありました。  

以上の審議をもちまして、認定第３号、平成２９年度川西町下水道事業会計決算

については、提案どおり認定いたしました  

承認第７号、平成３０年度川西町下水道事業会計補正予算の専決処分については、

原案どおり承認されました。  

続きまして、承認第８号、川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分につい

て、委員より、「平成３０年６月６日施行の生産性向上特別措置法により申請する

企業があるとのことで専決となったことについて、問題がないか」との質問があり、

当局より、「６月議会において条例改正を上程する際には、申請する企業がないと

考えていたこと、法施行日が６月６日であったことなどから、９月議会で条例改正

をお願いしたいと考えていたが、町内企業が９月１０日に締め切りの２次募集に申

請されることが判明し、そのため、本町としては条例が整理されている必要があっ

たため、７月に専決で条例改正を行った」との回答がありました。  

以上をもって、承認第８号、川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分につ

いては、原案どおり承認されました。  

続きまして、議案第４２号、平成３０年度川西町一般会計補正予算についてであ

ります。  

委員より、「ふるさと納税の現在の基金積立額、及び寄附金の使途及び報告につ

いて」との質問があり、当局より、「寄附額は、平成２９年度末までの４年間で８

５１万円、近隣市町村を調査した結果、同一年度に寄附額から経費を充当し、残額

を基金に計上している市町村、一旦寄附額を現金に計上し、経費には充当していな

い市町村など、寄附金の処理については様々である。ふるさと納税は、経費を除い

た額もしくは寄附額全額のどちらを事業に使うのか、また、事業に充当するため数

年間積み立てるのか、毎年少額ではあるが目的事業に充当するのか、今後、財政担

当課など関係機関と協議し、方針を決めていきたいと考えている。また、寄附者に

対しては、寄附金事業の報告は必要と考える。使った実績を報告し、次の寄附につ

ながるよう検討していく。現在は、町ホームページで寄附の額と許可がある寄附者

の氏名についてのみ掲載している。今後は、使い道についても掲載を予定してい

る」との回答がありました。  

また、委員より、空家対策緊急安全措置の詳細について質問があり、当局より、

「危険空き家の一部を取り壊したいと考えている。当該物件は、数カ月前に空 家の

一部が倒壊し、隣接家屋に損傷を与えている。さらに、台風２１号においても一部

倒壊し損傷を与えているため、自治会の要請により、緊急措置として隣接家屋への

影響及び危険度の軽減を図るものである」との回答がありました。  
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続いて、委員より、「当該空家について、今後はどのような対応となるのか」と

の質問があり、当局より、「当該空き家の相続人全員が相続放棄され、所有者が存

在しない状況となっている。今後、空家等対策協議会において特定空き家に認定し、

行政代執行による対応となると考える。しかし、代執行までの手続は長期化すると

思われるため、空家等対策条例第６条緊急安全措置を適用し、対応させていただき

たいと考えている」との回答がありました。  

また、委員より、「会計年度任用職員制度が施行になれば、現在のように非常勤

職員を更新で雇い続けることができなくなり、そのかわりとなる常勤職員を雇うこ

とになると思うが、それについてどのように考えているのか。また、嘱託職員やバ

イトの賃金単価は現行の賃金体系となるのか」との質問があり、当局より、「必要

に応じて、非正規職員を雇い続けるのではなく、正規職員を配置するということに

なると考える」との回答がありました。  

次に、委員より、「町内の道路補修について、舗装個別施設計画を立てることで、

町が年次計画に基づき道路補修等を実施することができるのか」との質問があり、

当局より、「道路補修については、そのように考えている」との回答がありました。  

また、委員より、「財源として交付税算入のある有効な起債を活用するとのこと

であるが、この計画の進め方は、起債見合いとするのか、それとも計画に基づき進

めるのか」との質問があり、当局から、「進め方としては、起債見合いで進めてい

きますが、年限があるので、年度に間に合わなくとも、事業縮小も含め計画の継続

を考えている」との回答がありました。  

次に、委員より、文化会館発電機の非常時の発電容量等について質問があり、当

局より、「非常用発電機のタンク容量は７５リットルで、タンク満容量による運転

時間は２ .１時間、発電容量は、文化会館の非常灯を点灯させる程度の能力で、管

理については、点検時の臨時運転時に燃料を補給しているのが現状である」との回

答がありました。  

以上の審議をもちまして、議案第４２号、平成３０年度川西町一般会計補正予算

については、原案どおり承認いたしました。  

議案第４５号、川西町総合計画審議会条例等の一部を改正する条例について、委

員より、「機構改革による条例整備となるが、現在の職位の順番は、課長、主幹、

課長補佐であると思っているが、各職位の役割について」との質問があり、当局よ

り、「課長は所属課の職員を指導監督する役割、課長補佐は課長及び主幹を補佐す

る役割となる。そして、主幹については課長と同等の役割を持っており、課長に何

かあったときには課長代理するといった以前の課長補佐の役割となっている」との

回答がありました。  

以上の審議をもちまして、川西町総合計画審議会条例等の一部を改正する条例に

ついては、提案どおり承認されました。  

議案第４７号、川西町税条例の一部を改正する条例については、提案どおり承認

されました。  
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議案第４９号、川西町新防災情報システム整備工事請負契約の締結についてであ

ります。  

委員より、「契約の方法がプロポーザルによる随意契約であるが、その方法にな

った経緯、また、予算額はどのように決めたのかについて」との質問があり、当局

より、「既存の防災システムでは、住民の皆様に防災情報を知らせる本来の使い方

以外に自治会放送にも使われている。また、デジタル方式に変わることで、携帯や

スマートフォンに文字で送信することができるようになることから、戸別受信機の

貸し出し台数の減少にもつながる可能性もあり、住民への意向調査を行いながら進

めてまいりたいと考えている。このことから、金額だけで決める手法ではなく、町

の意向を反映した整備ができるプロポーザル方式にした。また、予算額については、

本町システムの状況を熟知している既存システムの業者に見積もりを依頼し、その

額をもって予算額とした」との回答がありました。  

さらに、委員より、「業者算定に際して、点数評価はどのように行ったのかにつ

いて」との質問があり、当局より、「審査基準を１６項目作成し、その各項目の配

点合計を４００点と設定した。その上で６名の審査委員で評価した結果、最高得点

となった業者を契約予定者とした」との回答がありました。  

また、委員より、「防災無線整備の方針については、このプロポーザルで全て決

まってしまったのか、それともこれから決めていくのか」との質問があり、当局よ

り、「大枠としては、本町がプロポーザル時に示したそれぞれの整備方針で進めて

いくことになるが、本年度の事業となる設計業務の中で、自治会の使用方法など詳

細については今後決めていくことになる」との回答がありました。  

以上の審議をもちまして、議案第４９号、川西町新防災情報システム整備工事請

負契約の締結については、提案どおり承認いたしました。  

以上が当委員会に付託されました各議案の審議の結果でございます。  

次に、当委員会所管に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条の規

定に基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるように議決されんことを

望みまして、総務建設経済委員長報告とさせていただきます。  

何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   続きまして、厚生委員長、今村榮一君。  

厚生委員長（今村榮一君）     議長の御指名をいただきましたので、厚生委員会を代表

いたしまして委員長報告をいたします。  

当委員会は、去る平成３０年９月１０日の本会議において当委員会に付託されま

した各議案について、９月１４日に開催し、全委員出席のもと、当局から詳細な説

明を受け、慎重に審議をいたしました。その結果を御報告申し上げます。  

まず、認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算についてであり

ます。  

委員より、「ぬくもりの郷デイサービスセンター・グループホームを指定管理と

してからの評価はどうか」との質問に対し、当局より、「デイサービスセンターに
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ついては、今年度においても利用者アンケートを行い、全体として８割以上の利用

者から「大変満足」もしくは「満足」との回答をいただいており、運営状況につい

ても、減少傾向であった利用者数が、指定管理後には回復してきている。今後も、

より利用者の満足度を高め、利用増加に努めていきたい」との回答がありました。  

委員より、「ぬくもりの郷デイサービスセンターとグループホームについて、行

政が事業を行わないといけないのか。また、施設も含めて完全に民間に譲渡し、行

政から手放すことは可能か」との質問に対し、当局より、「同事業は、介護保険制

度が開始された当初、近隣にはこのようなサービスを提供する施設や事業所がまだ

なかったということもあり、町が自ら設置した経緯があり、今般は周辺にも多くの

事業所ができてきており、町が事業を行わないといけないことはない。また、将来

的には完全に譲渡し、手放すことも一つの方向性として挙げることはできるが、こ

れからも高齢者が増えてくる見込みであるため、今は考えていない。しばらく様子

を見ていきたい」との回答がありました。  

続いて、委員より、「相談支援事業の内容と実績について」との質問に対し、当

局より、「川西町では、現在、障害の特性を考慮し、精神障害と知的・身体障害の

相談支援を委託している。精神障害者相談支援事業委託として年額１５０万円と、

知的・身体障害者相談支援事業委託として１５０万円をそれぞれの事業所と契約し

ている。どちらも奈良県の相談支援従事者研修を修了した専門職（精神保健福祉

士・社会福祉士）を配置し、３０分以内に川西町役場に来られることが条件であり、

現在、川西町の状況は、障害者手帳所持者ベースで精神手帳６０人、療育手帳（知

的）９８人、身障手帳３５９人で、約１７人に１人の方が手帳を所持している。こ

の事業利用者の年間利用実数は、相談支援事業で、精神関係相談者は実数１９名、

本人や家族及び関係機関等から２８５件である。知的・身体関係相談者は実数３３

名で、本人や家族及び関係機関等からの相談件数は６５３件である。相談内容は、

障害の制度のこと、就労や不安に思うことなどさまざまで、障害関係の相談支援に

は障害の特性に応じた難しさがあり、専門職のいる事業所に委託している」との回

答がありました。  

続いて、委員より、「相談件数等によっての変更は可能かどうか」との質問に対

し、当局より、「金額の変更は行っている。まず、１５０万円の内訳として、１２

０万円が人件費、１９万円が消耗品等、１１万円が消費税となっており、相談件数

及び困難事例の増加により、次年度の委託料については増額の契約に変更対応して

いる。今年度の知的・身体関係相談支援事業の委託費は、件数と困難事例の増加に

伴い増額（１００万円）している」との回答がありました。  

次に、委員より、「福祉医療費のうち、子ども医療費助成の助成・利用状況等に

ついて」との質問に対し、当局より、「福祉医療費の子ども医療費については、近

年改正等も多く、２７年度には小中学生については入院のみの医療費助成となって

いたが、２８年度の制度改正では、年度途中の８月診療分から小中学生を対象とし

た通院医療費（外来分）の医療費助成も始まっている。このような制度改正がなさ
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れたことで、２８年度から２９年度では約６００万円の増加となっている。また、

３１年度の８月診療分からは、未就学児の医療費助成については償還払い方式から

現物給付方式に改正されることで、受診件数及び医療費助成額が今以上に増えるこ

とになると想定している」との回答がありました。  

委員より、「後期高齢者医療制度で２９年度に保険料軽減の改正がなされた内容

及び後期高齢者医療特別会計への繰出金等について、また、団塊の世代が２０２５

年に７５歳以上となるが、その見通しについて」との質問があり、当局より、「保

険料軽減の改正について、所得割額の軽減措置として５割軽減から２割軽減に改正

され、また、これまで被用者保険の被扶養者であった方の均等割額の軽減措置につ

いては、９割軽減から７割軽減に改正されている。このことで一部の被保険者には

負担増となっているが、いずれも特例により制度化された軽減措置であり、法令上

の本則に段階的に戻すというものである。次に、目７ .後期高齢者医療費  節 .負担

金補助及び交付金の療養給付費負担金については、医療給付の１２分の１を後期高

齢者医療特別会計を通さずに後期高齢者医療広域連合に直接支払うものであること

から、保険料割合等を算出する場合に、負担金を加味することが好ましいのでは。

また、繰出金についてはルールどおりの支出である。２０２５年問題については、

被保険者数の増加に伴い、保険給付費も右肩上がりで伸びることになるが、逆に高

齢者を支える世代が減ることから、国費の活用が重要課題である」との回答があり

ました。  

以上の審議をもちまして、認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計

決算についてを認定いたしました。  

次に、承認第６号、平成３０年度川西町一般会計補正予算の専決処分については、

提案説明のとおり承認いたしました。  

続いて、議案第４２号、平成３０年度川西町一般会計補正予算について、議案第

４３号、平成３０年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について、議案第４４

号、平成３０年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算についての補正予算３

議案については、当初の提案説明のとおり承認いたしました。  

次に、議案第４６号、川西町地域福祉基金条例の一部改正について、議案第４８

号、川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正についての条例改正２議案についても、当初の提案説明のとおり承認いたし

ました。  

以上が当委員会所管の議案に対してなされた質問及び回答であります。  

次に、当委員会所管に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条の規

定に基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるように議決されんことを

望みまして、厚生委員長報告とさせていただきます。  

何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   以上で各委員長の報告が終わりましたので、これより委員長

報告に対する質疑に入ります。  
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質疑ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に入

ります。  

討論ありませんか。  

１１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番  芝和也です。今般上程の認定第１号、平成２９年度

川西町一般会計・特別会計決算についてより、議案第４９号、川西町新防災情報シ

ステム整備工事請負契約の締結についてまでの認定案３本、承認案３本、議案８本

の都合１４本の提出案件に対する討論を行います。  

態度表明としましては、認定第１号並びに２号の両決算は反対、あとの認定案１

本、承認案３本、議案８本については、いずれも賛成するものであります。  

まず、認定第１号についてでありますが、これは、２９年度の一般会計及び国保、

後期高齢者医療保険、介護保険及び住宅新築資金の各特別会計から構成されており

ますが、そのうち介護保険は認定いたしますが、これらの会計は一本にくくられて

おりますので、１号認定案に対しては反対ということになります。  

一般会計についてでありますが、山積する自治体が取り組むべき諸課題はさまざ

まにありますが、総じて求められるは、住民の皆さんの暮らしを支え、応援し続け

ることでありまして、町長とも常々この観点に立って議論を重ねているところであ

ります。２９年度におきましても、住民の皆さんを取り巻く経済環境は決して好転

している状況にないことは、国の統計等からもはっきりと見て取れる状況にありま

す。とりわけ、生計を立てていく上で要となります実質賃金を年収ベースで見てみ

ますと、直近の５年間でも３９３万円から３８０万円へと１３万円の低下でして、

さかのぼりますと、消費税率５％が実施された１９９７年の４５３万円をピークに、

今日の３９３万円と、６０万円のマイナスということになりますので、それだけ厳

しさが増しているということにほかなりません。  

こうしたもと、いかに手だてを講じるのかが大きな決め手となりまして、本町に

おきましても、医療、教育、子育て等々を中心に幅広い世代にわたって適用可能と

なる取り組みの進展に努め、十分・不十分は別にして、新たに始めることはもとよ

り、実施済みの施策においても、その拡充に努めてきていることは町長も御承知の

とおりであります。世帯の人数や年齢構成等、状況にもよりますので、一概には言

えませんが、一定の収入基準を境にして、暮らしの厳しさは顕著にあらわれざるを

得ません。蓄えをつくれるか否かがこの境目あたりになるかと思いますが、蓄えな

ど到底無理となれば、日々の出費を切り詰めていくか、切り詰め余地があるうちは

調整も可能ですが、それもままならないところまでいけば、あとは限界で工面しな

がらの暮らしにならざるを得ないのが、こうした背景から生じる現状でありますの

で、自治体が取り組むべき財政出動は、一般会計から特別会計等への法定外の繰り

出しに踏み切ることも含め、しっかりとした暮らしの下支えを担えるような政策判
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断に踏み切ることと存じます。  

社会保障財源の確保として、地方消費税の使い道で議論を重ねましたが、一般財

源として消費税分を全額充当している旨のお答えでありましたが、問題 は、消費税

分の導入以前から財源確保はしてきていますので、導入後は、その確保額に消費税

導入分の全額を乗せて取り組みに生かすならば、より一層の手だてとして生きるも

のと存じます。背景にある実質賃金落ち込みに対する手だての必要性にかんがみて

も、こうした財源確保は必要不可欠と存じます。  

この上に立って、生活活性化策等、ハード面の整備を初めとする各事業を手がけ

ていくことが、地域経済を潤し、そこから得た益を社会全体が享受できる取り組み

へと手がける、こうしたことが自治体の置かれている今日的取り組みと存じます。  

町長とも議論が平行線をたどっている問題も少なからずありますが、今議会を通

じて議論を交わした問題も含め、施策としては子どもの医療費の年齢引き上げ、医

療費における低所得者対策としての負担軽減の実施、災害避難所の空調整備や床の

かさ上げ、職員の時給賃金の見直しや正規職の配置、給食費への支援、中学校の制

服支給、デマンドタクシー等地域交通の充実、個人事業主向けの雇用創出策、若年

向け家賃補助等住宅政策の見直し、ブロック塀の撤去等への補助や太陽光パネルの

設置等住宅リフォーム助成、タウンミーティング等々、各種取り組みの充実発展に

努められ、住民の意に沿い、願いに応える、身近で役立つ川西町として、その役割

を遺憾なく発揮するよう、次年度以降の予算編成に反映されんことを求める次第で

あります。  

続きまして、２９年の国保決算についてであります。  

川西町が単独の保険者として運営する国保は、当該年度が最終年度となりました。

単年度収支は赤字が続く傾向にある中、精算後の過去の繰越額を繰り込みながら、

何とか保険料率は据え置いて奈良県の一本化までは運営に当たってきたところであ

りますが、本会計の負担軽減策をどう図っていくのかという問題があります。この

点では町長とは議論は平行線でありますが、軽減策の実施に踏み切るには、一般会

計からの法定外の繰り入れをするか否かという問題に直面します。軽減策を実施す

る場合の直接の手だては、これに踏み切るか否かの判断しかありませんので、改め

てその実施を求めるものであります。  

医療費全般に対してどう抑えていくのかの手だてについては、町長も常々触れて

おられるように、保健事業の充実に努めて、住民の健康度を良好に保つ手だてにあ

ると存じます。ただ、これは相当長期のスパンで状況を見ない限り効果のほどはわ

かりませんので、気の長い取り組みになりますが、先進地の取り組みからすれば、

取り組みの有無による自治体間の比較からは、傾向として、きめ細かな取り組みが

ある自治体のほうが医療が抑えられている傾向がうかがえることからも、大事な視

点と心得ます。  

３０年度からは、その運営が県も保険者に加わっての運営に変わりましたので、

直接の負担軽減策を打つことへの抵抗が新たに加わることとなりますので、取り組
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みとしては、この保健事業が一つの要になることでしょう。とは言うものの、被保

険者の所得状況は、県が加わったからといって変わるものではありませんので、所

得２００万円が加入者の８割以上を占めることに変わりはありませんから、費用負

担として軽減策を求める状況に変わりがないことは御承知のとおりであります。  

県下統一の保険料設定に向け、目下過渡期でありますが、保険料設定がどう変わ

ろうが、軽減策の手だては引き続き求められる問題でありまして、現状、最大で７

割の法定軽減の適用がなされている方に新たな保険料で賦課はできますが、最終的

には、それは負担能力を超えて賦課することにつながる問題でありまして、軽減策

の手だてが必要なことはそのとおりであります。  

また、後期高齢者医療保険でも、当該年度より、均等割で９割が７割に、所得割

で５割が２割に、それぞれ軽減策が減じられました。  

議論を通じて、これまで実施の特例措置を本則に準じたものという旨のお答えも

ありましたが、現象としては確かにそうですが、これは、被扶養者に相当する収入

までその適用範囲を引き上げることが、本来の保険における軽減策のあり方だとい

うあらわれと存じます。基準をどこに置くかに関しては、さまざまな分野でこれま

でも議論を交わしていますが、そもそも一定以上の年収がある人は被扶養者にはな

れないことは町長も御承知のとおりであります。ということは、年収が少ないから

扶養してもらってもよいですよという基準ですので、軽減策の基準も、これ以下は

軽減しましょうというぐあいに見るのが一貫性のある話と存じます。  

いずれにしましても、負担が膨らんでいることに変わりはありませんし、先ほど

の国保にしても後期高齢者医療保険にしても、現行の法定減免の適用者は加入者の

６割を既に超えてきている現状です。賦課徴収する者としては、負担能力を考慮に

入れてしかるべきと存じます。あらゆる権能と知見を生かして軽減策を講じられる

よう、手だての構築を求めるものであります。  

次に、住宅新築資金についてであります。  

貸付資金の回収に、今のペースでいくならば、長いもので２００年以上かかるケ

ースも含まれていることからも、これは回収のペースとしてはあり得ない旨、町長

もお述べのとおり、あり得ない話が現在は進行している状況にあります。  

そこで、３１年までは回収組合を通じて増額をお願いし、離脱後の３２年からは

増額の交渉を進めていくとのことであります。それは当たり前のことと存じます。

本会計に関しましては、従前から指摘しているとおり、これ以外にも長期にわたっ

て回収が滞っているお金が５ ,５００万円、そして、今も触れましたように、返済

完了の期限が事実上ないに等しいようなのが４ ,５００万円ということでありまし

て、この解決を見なければなりません。最終的には税金で穴埋めをするのか、競売

にかけて埋め合わせをするのか、いずれの道を行くにしても、多額の税金の投入は

免れません。目下、本会計の中身についての住民への説明は、３２年の組合離脱後

をめどとする旨の意向をお示しですが、時期の問題だけで、会計の中身に関しては

大枠で状況が変わる見込みはないものと存じます。ならば、早急に方針を固められ、
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これまでの経過と原因並びに今後の展開について明快にして、その上で処理に当た

られんことを引き続き求める次第であります。  

以上、認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算の認定について

は反対するものであります。  

続きまして、認定第２号、２９年度の水道決算についてであります。  

当該年度は、年度途中からの県水１００％への切りかえの年となりました。これ

により、上水コストが上がったことにより、収支で前年に比べてマイナスとなって

いることからも、今後の料金体系への影響も一定懸念されるところでありますが、

町長としては、会計独立の原則は守る旨、お述べでありますので、従前の収支との

均衡を図るべく努められることと存じますが、この点、かたがた求める次第であり

ます。  

また、本会計でも議論は平行線の域を全く出ていませんが、他会計からの法定外

からの繰り入れの問題であります。川西町の企業会計は、この水道と次の下水道の

２本でありまして、どちらもそのやり繰りは会計独立の原則で進められているとこ

ろでありますが、水道と公共下水道というのは、あくまで利用する人にその利用頻

度に応じて料金を負担してもらうものであるので、一般会計のように利用頻度に関

係なくサービスを提供するのとは内容が違う旨の認識をお示しですが、水道は全住

民・全世帯が利用できる整備状況にありますし、下水道もほぼ同様の整備状況であ

ります。利用するかせんかは、あくまで当人次第ということになります。  

一方、一般行政サービスですが、こちらも水道同様に全住民が対象でして、誰で

も利用できる状況にあります。利用するかせんかは、こちらも当人次第ということ

でありまして、契約をして受けるサービスか否かはサービスの受け方の違いであり

まして、住民一般に誰でもそのサービスを利用できるか否かにおいては全く変わり

なく、ともに隅々まで行き渡っている、本町が実施する行政サービスであることに

変わりはありません。  

したがいまして、本会計への税金の出動は、一部の地域やある条件限定の取り組

みならば、公平の観点からの問題が生じる余地がありますので、独立会計の原則で

運営することにならざるを得ない側面もありますが、全住民が利用できる点ではそ

の条件には違いがありませんので、問題の生じる余地はないものと存じます。例え

ば基本料金を固定費として徴収しようが、その固定費に一般会計を充てて基本料金

は廃止しようが、住民への不公平は生じるものではありません。あとは一般会計か

らの法定外繰り入れをするか否かは政策上の判断でして、この判断が伴う以上、町

長とは意見を異にしていますので、実施には至っていませんが、冒頭述べましたコ

ストの面からも、将来、料金体系に一定の支障が出てくるようであれば、公共下水

道同様に、一般会計からの繰り入れもその余地はありかなと存じます。  

いずれにしましても、その辺を見据えた判断を求めまして、認定第２号、平成２

９年度川西町水道会計決算の認定についても反対をいたします。  

以下、認定３号の２９年度の下水道会計決算、承認案３本、議案８本につきまし
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ては、いずれも賛成するものであります。これらの議案の成立により、自治会が管

理する街灯のＬＥＤ化の促進、地震時の倒壊危険家屋等の除去、町内道路補修等の

年次計画化が軌道に乗ることと存じます。また、防災無線のデジタル化に向けた整

備が今般手がけられます。防災無線のデジタル化により、住民生活のさまざまな部

面に利する取り組みとして効果が出ることとなりますし、今日では携帯電話などは

ほぼ全住民が持つ端末アイテムとなってきていますので、これらを通じて行政情報

を届けることが可能となり、より緊密に連絡がとれることとなると存じます。  

これらの取り組みを通じて、ますます本町住民の暮らしに資する取り組みの発展

に期待をし、今議会に上程されました議案に対する討論を終わります。  

議   長（石田三郎君）   ほかに討論ありませんか。  

４番  伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   それでは、認定３件、承認３件、議案８件について、全て賛

成の立場で討論いたします。  

認定第１号、平成２９年度川西町一般会計・特別会計決算について。  

一般会計決算については、歳入歳出の実質収支額は２億９ ,７１８万７７６円と

黒字となっており、財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率な

どの財政指標の面からも良好となっています。  

歳出では、教育費においては、特に２９年度では幼稚園舎の改修、幼稚園と小学

校の空調設備の設置、教育面では特別支援教育支援員の配置、そのほか川西文化会

館の冷暖房設備の改修、中央体育館天井照明灯のＬＥＤ化などが実施され、教育環

境が向上してきています。  

町民の生活に直接かかわる民生費においては、社会福祉では障害のある方へのさ

まざまな施策、医療福祉では、子ども医療費無料化や高齢者医療費助成、児童福祉

では、保育所や子育て支援、学童保育などに取り組まれており、福祉環境が充実し

てきています。  

衛生費においては、母と子の健康事業、川西町版ネウボラ事業、予防接種や検診

事業、また、３月には健康かわにし２１計画が策定され、町民の健康づくりの取り

組みが進んでいます。清掃事業では、新たに塵介車を購入しています。公共事業で

は、橋梁長寿命化を継続的に実施し、道路の維持補修や安全対策、公園遊具の入れ

かえ、駅周辺整備事業と工業ゾーン創設事業に本格着手され、新たなまちづくりが

始まりました。  

その他の事業も含め、２９年度一般会計予算は、各事業が適切に執行されており、

健全財政とともに実績を評価し、認定に賛成いたします。  

特別会計の国保、後期高齢者、介護の３つの決算については、厚生委員会の場で

慎重審議の結果、各会計の決算については適切に処理されていると判断し、承認い

たしました。  

住宅新築資金等貸付事業特別会計については、実質収支はマイナスとなっていま

すが、これは、翌年度歳入繰り上げ充用金として処理されていますので、会計処理
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上、何ら問題はありません。住宅新築資金の滞納債権については、現在、住新回収

組合に債権回収を委託していますが、平成３２年度からは本町独自に回収を進める

こととなりますので、それまでの間は回収が不能かどうかは未定であり、住民に対

しても未確定なことは伝えるべきではないと思います。また、債権放棄の最終的な

判断は、現時点ではまだ控えるべきものと考えます。  

したがって、現段階でとり得る会計的手段としては、繰り上げ充用が最も適切で

あると判断できますので、平成２９年度住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認

定に賛成いたします。  

認定第２号、川西町水道事業会計決算について。  

水道事業は、地方公営企業法により、事業運営に要する費用を独立採算制の原則

に基づき、水道料金については税金によらず、応益負担の原則を守り、事業収入を

もって充てるとされています。平成２９年度の決算については、収益的収入及び支

出の会計については、１ ,３８３万円の黒字で、適切な収支となっています。資本

的収入及び支出の会計につきましては、水道事業を維持していく上で欠かすことの

できない支出であり、収入の不足分４ ,６４２万円は、過年度分損益勘定 留保資金

などから充当されており、適切に会計処理されていると認められますので、認定に

賛成いたします。  

認定第３号、川西町下水道事業会計決算につきましては、地方公営企業法を全て

適用後、初年度の決算となります。平成２９年度の収益的収入及び支出の会計につ

いては、２ ,０４８万円の黒字となっています。資本的収入及び支出の会計につい

ては、２６８万円の黒字となっています。いずれも適切な収支となっています。一

般会計からの繰入金につきましても、住民の料金負担のバランスから考えて適切な

ものと判断できますので、認定に賛成するものであります。  

承認第６号から第８号の町長の専決処分については、早急に対応すべき案件と認

められますので、承認いたします。  

議案第４２号の補正予算については、追加計上されている事業は全て今年度に実

施すべきものと認められますので、賛成いたします。  

議案第４３号、４４号の特別会計補正予算は、生産的なものであり、問題はなく、

承認するものであります。  

議案第４５号から４８号までの条例の一部改正につきましては、法律や町条例の

改正に基づくものであり、全て賛成いたします。  

最後に、議案第４９号、川西町新防災情報システム整備工事請負契約の締結につ

いては、町民への情報伝達及び町の防災機能の向上に必要な事業であり、賛成する

ものであります。  

以上で私の賛成討論を終わります。  

議   長（石田三郎君）   ほかに討論ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   ほかに討論がないようですので、討論を終わり、これより採
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決に入ります。  

お諮りいたします。  

認定第１号について、原案どおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり認定することに決

しました。  

お諮りいたします。  

認定第２号について、原案どおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。  

       （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり認定することに決

しました。  

お諮りいたします。  

認定第３号について、原案どおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。  

       （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり認定することに決

しました。  

お諮りいたします。  

承認第６号から承認第８号までを一括採決いたしたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、一括採決いたします。  

お諮りいたします。  

承認第６号から承認第８号について、賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成全員により、各案件は、原案のとおり承認いたしました。  

お諮りいたします。  

議案第４２号から議案第４９号までを一括採決いたしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、一括採決いたします。  

お諮りいたします。  

議案第第４２号から議案第４９号について、賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成全員により、各案件は、原案のとおり可決いたしました。  

お諮りいたします。  

報告第１１号、専決処分の報告についてを追加報告といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  
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議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、日程第２に追加いたします。  

日程第２、報告第１１号、専決処分の報告についてを議題といたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   それでは、報告第１１号、専決処分の報告についてでござい

ます。  

これは、町長の専決処分事項に関する条例の規定に基づき、昨年度から実施して

おります川西幼稚園・小学校空調設備設置工事におきまして追加工事等が生じたこ

とによる変更契約の専決処分を行いましたので、地方自治法第１８０条第２項の規

定により、議会へ報告を行うものでございます。  

私からの報告事項は以上でございます。  

議   長（石田三郎君）   町長の説明が終わりました。  

報告第１１号、専決処分の報告については、地方自治法第１８０条第２項の規定

により、町長から説明があり、本件は報告事項でありますので、御了承願います。  

お諮りいたします。  

議案第５０号、平成３０年度川西町一般会計補正予算についてを追加議案といた

したいと思いますが、御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、日程第３に追加いたします。  

日程第３、議案第５０号、平成３０年度川西町一般会計補正予算についてを議題

といたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   議会に追加して審議をお願いいたします議案の提案要旨につ

いて御説明いたします。  

議案第５０号、平成３０年度川西町一般会計補正予算についてでございます。  

４ページをお開き願います。下段の歳出の部でございます。  

款２ .総務費  項１ .総務管理費  目３ .財産管理費におきまして、先日の屋上ドレ

ン管からの漏水による３階議場前廊下及び委員会室天井からの雨漏りによる破損及

びその他の庁舎水回りの補修をするための経費８００万円の追加及び款７ .消防費  

項１ .消防費  目５ .災害対策費におきまして、台風２１号による倒木等の処理に要

する経費５００万円の追加をお願いするものでございます。  

次に、同ページ上段の歳入の部でございます。  

款９ .地方交付税  項１ .地方交付税  目１ .地方交付税におきまして、１ ,３００

万円の増額をお願いするものでございます。  

以上でございます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   町長の説明が終わりましたので、ただいまより審議に入りま

す。  
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それでは、議案第５０号について質疑ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   質疑がないようですので、質疑を終わり、討論に入ります。  

討論ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   討論がないようですので、討論を終わり、これより採決に入

ります。  

議案第５０号について採決いたします。  

お諮りいたします。  

本案件について原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

             （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり可決することに決

しました。  

お諮りいたします。  

会議規則第２２条の規定により、発議第３号、２０２５年国際博覧会の誘致に関

する決議について、発議第４号、奈良県医療費適正化計画における「地域別診療報

酬」活用検討の撤回を求める意見書についての２議案を追加議案といたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、日程第４から日程第５に追加し、議題とい

たします。  

日程第４、発議第３号、２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議について、提

出者の説明を求めます。  

３番議員  福西広理君。  

３番議員（福西広理君）   ３番  福西広理でございます。それでは、２０２５年国際博

覧会の誘致に関する決議について御説明申し上げます。  

現在、大阪府・市、経済界等が一体となって、２０２５年に開催される万国博覧

会の大阪誘致に向けて取り組まれており、誘致活動もいよいよ最終局面を迎える時

期となってきております。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする国際

博覧会を大阪・関西が一体となって開催することは、新たな産業や観光のイノベー

ションが期待できるなど、大きな経済効果をもたらすとともに、全世界に向けて圏

域の存在感を示す絶好の機会となり、極めて大きな意義があります。  

また、このような国際博覧会の開催は、圏域全体のみならず、奈良県、また本町

における産業振興や観光文化交流等を促進するとともに、地域の振興や住民の生活

向上にも寄与することが期待できます。  

よって、川西町議会におきましても、大阪・関西における国際博覧会の開催を支

持するとともに、誘致実現に向けた国内機運の醸成など、必要な取り組みを、国、

地元大阪府・市、経済界とともに積極的に推進していくことを求めるものでありま
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す。  

議員各位におかれましては、懸命なる御判断をいただきまして、御議決賜ります

ようお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。  

議   長（石田三郎君）   説明が終わりましたので、質疑を省略し、討論に入ります。  

討論ありませんか。  

芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   １１番  芝和也です。２０２５年開催の万博を大阪に誘致す

ることに関して、本町議会としても推進決議を上げようということでありますが、

国際博覧会一般に対して反対するものではありませんが、本決議についての態度表

明は、反対の立場からのものであります。  

大阪府・市を先頭に関西経済界を挙げて、全国的な支援も含め、本年１１月２３

日の開催地決定に向けた誘致の取り組みがいよいよ大詰めに入ってきていることは、

皆さん承知のとおりであります。場所は、大阪湾の埋立地の夢洲であります。  

さて、決議の案文でも触れられていますように、この機会を通じて奈良県の産業

振興や観光文化交流を進めるとともに、地域振興並びに住民生活の向上に寄与する

べく、国や大阪府・市、経済界とともに推進していこうというものであります。今

般、万博の開催地が日本の大阪にならなければ、あとの２つはロシアの西のほうと、

さらに西に位置するアゼルバイジャンですので、本町から万博見物に行こうかとい

う人はほとんどないに等しいと存じますが、見物に行くということに関しては大阪

になる意味は大いにありましょう。ただ、ここで言う本町への経済波及効果という

点で言えば、大阪でもロシアでもアゼルバイジャンでも大して違いはないでしょう

から、この誘致合戦に一枚かんで声を上げたとしても、本町住民の万博の見物云々

という問題を除けば、肝心の地域の活性化という点ではほとんど影響がありません

ので、あえて手を挙げる必要もなければ、手を挙げない議会があってもよいのでは

と存じます。  

それと、議長会からの呼びかけとは別に、大阪府・市にとりましては、統合型リ

ゾートのカジノの設置も同時並行で今計画を進めてはりまして、大阪府・市にとり

ましては万博の誘致とセットで事を進めると、財政的にはその負担が全然変わって

きますので、この２つの当事者にとっては、我々とは桁違いに財政的なメリットが

あることになりまして、非常においしい話にほかなりません。  

それで、この万博が来ようが来るまいが、統合型リゾートのほうは進められます。

そうなりますと、それはそれでカジノによるギャンブル依存症の新たな問題は拭え

ませんし、また、今般の万博とセットで誘致ということになりましても、関空から

の直行便等々も整備されますので、本県への外国人観光客の来県にも拍車がかかる

と思えば、その前に直行便で連れて行かれたカジノですってんてんになったら、観

光どころの話ではなくなって帰国してしまうということにもなりかねません。いず

れにしましても、経済波及効果は期待薄と存じます。  

議員各位におかれましては、万博に対する考え方はさまざまにありましょうが、
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経済効果の問題を初め、背景にある諸般の事情にかんがみ、賢明なる御判断を下し

ていただきますようお願い申し上げまして、反対討論といたします。  

議   長（石田三郎君）   ほかに討論ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   ほかに討論がないようですので、討論を終わり、これより採

決に入ります。  

お諮りいたします。  

発議第３号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり可決いたしました。  

続きまして、日程第５、発議第４号、奈良県医療費適正化計画における「地域別

診療報酬」活用検討の撤回を求める意見書について、提出者の説明を求めます。  

１１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番  芝和也です。今般、厚生常任委員会の正副委員長で

あります今村榮一議員、松村定則議員の賛同を得ましてここに提出いたしました、

奈良県医療費適正化計画における「地域別診療報酬」活用検討の撤回を求める意見

書につきまして御説明申し上げます。  

皆さん御承知のとおり、国保の県単位化が始まりまして、奈良県も保険者に加わ

ることとなりましたので、県は、本年３月に第３期医療費適正化計画を発表しまし

て、その中で県民の医療費の目標額を約５ ,０００億円と決めたんですが、目標年

次にこの額を医療費が上回るようなことになれば、保険料を上げるかどうかを判断

して、上げないときは、全国一律１ .１０円の診療報酬を奈良県だけ引き下げるこ

とを国へ提案すると、この計画に明記いたしました。一律１ .１０円が引き下がれ

ば、お医者さんからしますと、同じ仕事をしても奈良県だけ診療報酬が低いという

ことですので、仕事をすればするほど損をすることになりますし、薬局も薬を出せ

ば出すほど損をする勘定は同じでありまして、意欲や情熱がそがれてしまいかねま

せん。  

こうなりますと、仮に医療費適正化の目標は達成できたとしても、医療者間で自

然淘汰が始まりまして、低い診療報酬でも働かざるを得ない状況に追い込まれ、結

果、医療の水準が維持できないという問題が生じることが大きく懸念されます。  

一方、この診療報酬等を審議する国の機関であります中央社会保険医療協議会で

も、これらのことを踏まえて慎重に検討する旨の意見を出しておりまして、やり方

としては非常に好ましくないことが危惧される事例として浮上する問題になってき

ています。  

この計画の問題点は、医療費の適正化の方策として、保険料を上げるか診療報酬

の１ .１０円を引き下げるかとしていることが、そもそもの大きな問題であります。

こうした問題に対しては、これまでは本町を初め県下各市町村が取り組んできた保

険者としての営みが抜け落ちていまして、それは住民の健康増進と病気の早期発
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見・早期治療により、加入者全体の健康状態を維持することに努め、医療機関にか

かる必要性が減少したことによって医療費の増大を抑えることこそ適正化というの

であれば、本筋であり、保険者たる自治体としての取り組みにほかなりません。  

これまで多年にわたってさまざまに策をめぐらし、住民の健康維持に努めてきた

自治体の本分に照らして、今般の計画は到底容認できるような内容ではありません

ので、今般、県に対してその撤回を求めようとするものであります。  

議員各位におかれましては、本町のこれまでの取り組みを通じ、ともに住民の健

康増進に資するよう、提案された数々の議案を議決してきた本町議会の取り組みを

踏まえ、御賛同賜らんことをお願い申し上げまして、提案説明といたします。  

何とぞよろしくお願い申し上げます。  

議   長（石田三郎君）   説明が終わりましたので、質疑を省略し、討論に入ります。  

討論ありませんか。  

伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   奈良県医療費適正化計画における「地域別診療報酬」活用検

討の撤回を求める意見書について、反対の立場で討論します。  

奈良県は、３月に第３期医療費適正化計画を発表しました。その中で、２０２３

年（平成３５年）の県民医療費の目標を４ ,８１３億円と決め、計画を進めていま

す。医療費の目標を達成するとしていますが、しかし、医療費適正化の取り組みに

もかかわらず、目標以上に医療費がかかった場合、奈良県の国保料率を上げるかど

うかを判断し、国保料率を上げない場合は 、全国一律１ .１０円という診療報酬を

奈良県だけ引き下げることを国に提案すると計画に明記されています。この明記を

取り消せというのが意見書の意義だと私は思っています。  

もしこうなった場合、５年後に国保料が上がると、国民の負担が増えるわけです。

診療報酬の１ .１０円を引き下げる提案がございます。医者も薬関係も働くほど損

をするとは思えません。５年後に判断するものであれば、私は国保料も診療報酬も

両方同時に対応すべきだと考えます。しかも、今の時点ではまだ時期尚早と思いま

すので、この意見書には反対します。  

以上です。  

議   長（石田三郎君）   ほかに討論ございませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   ほかに討論がないようですので、討論を終わり、これより採

決に入ります。  

お諮りいたします。  

発議第４号について、原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（石田三郎君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり可決いたしました。  

以上をもちまして、定例会に付議されました議案については、全て議了いたしま

した。  
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お諮りいたします。  

総務建設経済委員会、厚生委員会及び議会運営委員会並びに駅周辺整備特別委員

会、工業ゾーン創出特別委員会所管に係る議会閉会中の審査事件につきましては、

地方自治法の規定に基づき、議会閉会中においても継続して調査並びに審議したい

と思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（石田三郎君）   異議なしと認め、閉会中においても常任委員会及び特別委員

会を開催できることに決しました。  

以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了いたしました。  

議員各位には、何かとお忙しい折にもかかわらず、本定例会に提案されました諸

議案につきまして慎重に御審議賜り、かつ議会運営に御理解のある御協力をいただ

きましたことに対し、議長として厚くお礼申し上げる次第でございます。  

理事者におかれましては、今後も引き続き厳しい財政環境が予想されるため、予

算の執行に当たっては、経済性、効率性及び有効性に配慮しつつ、厳正な執行を望

むものであります。また、議員各位から出されました御意見なり要望を十分に尊重

していただき、今後の町政に一層の御努力を賜りたいと存ずる次第でございます。  

閉会に当たり、町長より閉会の挨拶をお願いいたします。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   平成３０年川西町議会第３回定例会の閉会に当たり、一言御

礼を申し上げます。  

本議会に提出いたしました各議案につきまして慎重に御審議を賜り、全議案につ

きまして議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。  

審議を通じ議員各位から賜りました御意見、御指摘を真摯に受けとめまして、今

後の町政に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれまして

は、より一層の御指導、御協力を賜りますことをお願い申し上げまして、閉会に当

たっての御礼の挨拶とさせていただきます。  

ありがとうございました。  

議   長（石田三郎君）   これをもちまして、平成３０年川西町議会第３回定例会を閉

会いたします。  

ありがとうございました。  

（午前１１時４１分   閉会）  
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(議決の結果) 

  
議案番号 件           名 議決月日 審議結果 

認定第１号 平成 29 年度川西町一般会計・特別会計決算について 9 月 21 日 原案認定 

認定第２号 平成 29 年度川西町水道事業会計決算について 9 月 21 日 原案認定 

認定第３号 平成 29 年度川西町下水道事業会計決算について 9 月 21 日 原案認定 

承認第６号 平成 30 年度川西町一般会計補正予算の専決処分について 9 月 21 日 原案承認 

承認第７号 
平成 30 年度川西町下水道事業会計補正予算の専決処分につ

いて 
9 月 21 日 原案承認 

承認第８号 川西町税条例の一部を改正する条例の専決処分について 9 月 21 日 原案承認 

議案第 42 号 平成 30 年度川西町一般会計補正予算について 9 月 21 日 原案可決 

議案第 43 号 平成 30 年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について 9 月 21 日 原案可決 

議案第 44 号 
平成 30 年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算につ

いて 
9 月 21 日 原案可決 

議案第 45 号 川西町総合計画審議会条例等の一部改正について 9 月 21 日 原案可決 

議案第 46 号 川西町地域福祉基金条例の一部改正について 9 月 21 日 原案可決 

議案第 47 号 川西町税条例等の一部改正について 9 月 21 日 原案可決 

議案第 48 号 
川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 
9 月 21 日 原案可決 

議案第 49 号 
川西町新防災情報システム整備工事請負契約の締結につい

て 
9 月 21 日 原案可決 

議案第 50 号 平成 30 年度川西町一般会計補正予算（第４回）について 9 月 21 日 原案可決 

 

 


